
感染症予防計画のフォローアップにかかる分析調査
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１．都道府県予防計画の分析

都道府県の感染症予防計画を収集し、国が策定した基本指針に沿って分析した。具体的には、手引きに示された

「改定のポイント」を参考に、以下のとおり分析を行った。（対象：47都道府県）

① 基本指針と予防計画の記載の整理

‐ 予防計画の「手引き」に示された52のポイントを中心に整理

‐ 基本指針の項目に沿って、自治体が記載すべき基本的な記載内容を整理

② 予防計画の記載項目の集約・分析

‐ 予防計画の記載項目を17項目に集約し、予防計画における記述の有無を確認

‐ 具体的・先進的な記載のある自治体の取組を抽出

③ 取組状況の事例整理

‐ 各項目の追加記載の内容を、キーワードごとに整理

‐ 特徴的な取組事例の紹介

分析結果の可視化

各項目の追加記載の内容を、キーワード

ごとに整理するとともに、特徴的な取組

事例を紹介

③ 取組状況の事例整理

基本項目の確認・追加記載の分析

予防計画の記載項目を17項目に集約し、予

防計画における記述の有無を確認

具体的・先進的な記載のある取組を抽出

② 予防計画の記載項目の集約・分析

予防計画に記載すべき項目を整理

予防計画の「手引き」に示されたポイント

【５２項目】に基づいて、自治体が記載す

べき基本的な記載内容を整理し【37項

目】に集約

① 基本指針と予防計画の記載の整理

資料１
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２．保健所設置市予防計画の分析

改正感染症法（第10条）において示されている、予防計画で記載が求められる項目については、大多数の保健所

設置市等の感染症予防計画に記載されている状況にあった。このため、以下の手順で各保健所設置市の予防計

画の特徴を抽出した。

※なお本研究班の分析は予防計画に記載された文面のみからの整理であり、予防計画以外に計画されている部

分は把握できていない点について留意が必要である。

① 都道府県と保健所設置市の関係の整理

‐ 各保健所設置市について、都道府県内の政令指定都市の有無・都市数、地方衛生研究所の有無別に区分

② 区分ごとの予防計画の特徴の抽出

‐ ①で整理した区分ごとの特徴を分析

‐ 特に、感染症法改正に伴い新たに追加された項目のうち、民間事業者との連携や協定等が求められる以下

の項目に着目し、検討状況を整理した

• 検査体制

• 宿泊療養施設

• 移送体制

③ 取組事例の整理

‐ 各自治体の特徴について、他自治体の参考となる事例をとりまとめ

‐ 特に任意事項等が実施されている事例等を紹介

Copyright © Mitsubishi Research Institute

① 基本指針と予防計画の記載の整理

② 予防計画の記載項目の集約・分析

③ 取組状況の事例整理

１．都道府県感染症予防計画の分析
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予防計画に記載が求められる項目

１．都道府県感染症予防計画の分析 ①基本指針と予防計画の記載の整理

改正感染症法において、予防計画に記載が求められる項目は下表のとおりである。以下の項目に沿って、都道府

県感染症予防計画の記載内容を整理した。

改正感染症法において、予防計画で記載が求められている項目 都道府県 保健所設置市区

（任意） 感染症の予防の推進の基本的な方向 △ 任意 △ 任意

一 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項 〇 必須 〇 必須

二 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項（法第10条2項の2） 〇 必須 △ 任意

三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項（法第10条2項の3） 〇 必須 〇 必須

四 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 〇 必須 －

五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項（法第10条2項の5） 〇 必須 〇 必須

六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものと
して厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項（法第10条2項の6）

〇 必須 〇 必須

協定締結医療機関（入院）の確保病床数 〇 必須

協定締結医療機関（発熱外来）の確保数 〇 必須

協定締結医療機関（自宅療養者等への医療の提供）の機関数 〇 必須

協定締結医療機関（後方支援）の機関数 〇 必須

医療措置協定に基づき個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の数 〇 必須

検査の実施件数（ 実施能力）、検査設備の整備数 〇 必須 〇 必須

協定締結宿泊施設の確保居室数 〇 必須 △ 任意

医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数 〇 必須 〇 必須

保健所の感染症対応業務を行う人員確保数、即応可能なIHEAT 要員の確保数（IHEAT 研修受講者数） 〇 必須 〇 必須

七 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項（法第10条2項の7） 〇 必須 △ 任意

八 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染
症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項（法第10条2項の8）

〇 必須 〇 必須

九 第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項（法第10条2項の9） 〇 必須 －

十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項（法第10条2項の10） 〇 必須 〇 必須

十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項（法第10条2項の11） 〇 必須 〇 必須

十二 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策（国との連携
及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。）に関する事項（感染症法第10条第2項第12号）

〇 必須 〇 必須

出所：厚生労働省ウェブサイト 「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」（2023年11月23日閲覧）https://www.mhlw.go.jp/content/001101172.pdf
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予防計画の記載項目の集約・分析（1/３）

都道府県予防計画の整理にあたり、「手引き」で提示したポイントから特徴的な内容を抽出し、概要を整理した。

基本指針の項目 予防計画に記載すべき基本的な内容として「手引き」に記載された内容（抜粋）

第二 感染症の発生

の予防のための施策

に関する事項

二 感染症発生動向調査 １．感染症情報の収集・分析 デジタル化が進む中での迅速かつ効果的に情報を収集・分析する方策についての検討

を推進する。

七 関係各機関及び関係

団体との連携

２．広域対応に関する国、他都

道府県、検疫所等との連携

体制

広域での対応に備え、国、他都道府県等との連携体制をあらかじめ構築する

第三 感染症のまん

延の防止のための施

策に関する事項

一 患者等発生後の対応

時の対応に関する考え方

３．感染症の情報公表に関す

る市町村長との連携体制

都道府県知事は情報の公表に関し、必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要

な協力を求める。また、当該協力のために必要があると認めるときは、協力を求めた市

町村長に対し、個人情報の保護に留意の上、患者数及び患者の居住地域等の情報を提

供する。

第四 感染症及び病

原体等に関する情報

の収集、調査及び研

究に関する事項

二 国における感染症及

び病原体等に関する情報

の収集、調査及び研究の

推進

４．医療DXの推進に向けた取

り組み、情報の分析主体、

分析方法等

都道府県は、国又は他の都道府県に対する発生届及び積極的疫学調査に関する情報の

報告等を電磁的方法により行う。

また、新興感染症に係る入院患者の重症度等を効率的に把握する基盤を整備するとと

もに、新興感染症データバンク事業による病原体情報の収集や、国が収集した様々な情

報の連結をした上での重症度等の感染症情報に関する調査・分析、都道府県等の本庁

や保健所、大学その他研究機関等への情報提供を迅速に実施する。

三 地方公共団体におけ

る情報の収集、調査及び

研究の推進

５．感染症・病原体等の調査・

研究に関する大学研究機

関、地方衛生研究所等との

連携

感染症及び病原体等に関する調査及び研究に当たっては、国立感染症研究所、国立研

究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、大

学研究機関、地方衛生研究所等をはじめとする関係研究機関等は、相互に十分な連携

を図る。

第五 病原体等の検査

の実施体制及び検査

能力の向上に関する

事項

一 病原体等の検査の実

施体制及び検査能力の向

上に関する基本的な考え

方

６．民間検査機関との検査に

関する連携体制

民間検査機関と平時から計画的に体制整備を図る。

三 都道府県等における

病原体等の検査の推進
７．地方衛生研究所等の計画

的な人員確保・配置の方針

地方衛生研究所等が十分な試験検査機能を発揮できるよう、計画的な人員の確保や配

置を行う等、平時から体制整備に努める。

１．都道府県感染症予防計画の分析 ②予防計画の記載項目の集約・分析

23



Copyright © Mitsubishi Research Institute

予防計画の記載項目の集約・分析（2/３）

基本指針の項目 予防計画に記載すべき基本的な内容

第六 感染症に係る医

療を提供する体制の

確保に関する事項

一 感染症に係る医療

提供の考え方

8．医療人材派遣や後方支援

医療機関

新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間前においては、特定感染症指定医療機関、

第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応

する。

新興感染症から回復した患者や一般患者の受入れを担う医療機関との間で、後方支援に

係る医療措置協定の締結する。

医療人材の応援体制を整備するともに、都道府県の区域を越えた医療人材の応援を要請

する場合の方針について、平時から確認する。

三 都道府県における

感染症に係る医療を提

供する体制

９．重症用病床や特に配慮が

必要な患者への医療提供

体制

重症者用の病床の確保も行うとともに、特に配慮が必要な患者、感染症以外の患者への

対応を含めて切れ目のない医療提供体制の整備を図る。

三 都道府県における

感染症に係る医療を提

供する体制

10．高齢者施設等の療養者に

対する医療提供体制

第二種協定指定医療機関のうち、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に、高齢

者施設等の療養者に対し、新興感染症に係る医療の提供を行う医療機関、薬局等と平時

に医療措置協定を締結し、特に高齢者施設等に対する医療支援体制を確認する。

三 都道府県における

感染症に係る医療を提

供する体制

１１．医薬品の供給・流通、備

蓄・確保に関する事項や

協定による個人防護具の

備蓄

新興感染症の世界的な汎流行時に、地域におけるその予防又は治療に必要な医薬品等の

供給及び流通を適確に行うため、必要な医薬品等の確保に努める。また、医療機関と平時

に法に基づき医療措置協定を締結 するに当たっては、診療等の際に用いる個人防護具の

備蓄を求めておくことにより、個人防護具の備蓄の実施が医療措置協定に適切に位置づ

けられるように努める。

第七 感染症の患者

の移送のための体制

の確保に関する事項

一 感染症の患者の移

送のための体制の確保

に関する考え方

二 国における感染症

の患者の移送のための

体制の確保の方策

三 都道府県等におけ

る感染症の患者の移送

のための体制の確保の

方策

12．感染症患者の移送の考え

方

感染症患者の移送にかかる基本的な考え方を記載する

感染症患者等の医療機関への移送体制の確保のため、地方公共団体内における役割分担

について記載する。

新興感染症発生時の他、一類感染症・二類感染症について、国の考え方等を参考にしなが

ら、移送に係る人員体制に係る役割分担を定め、記載する。

１．都道府県感染症予防計画の分析 ②予防計画の記載項目の集約・分析
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予防計画の記載項目の集約・分析（3/３）

基本指針の項目 予防計画に記載すべき基本的な内容

第十 宿泊施設の確
保に関する事項

一 宿泊施設の確保に関する事項の基
本的な考え方
三 都道府県等における宿泊施設の確
保に関する事項の方策
四 関係各機関及び関係団体との連携

13．感染症患者の宿泊施
設確保やその運営

都道府県等は、宿泊施設の体制を整備できるよう、関係者や関係機関
と連携して平時から計画的な準備を行う。
民間事業者との協定締結等を実施する。
宿泊施設を運営できるよう、新型コロナ対応時のノウハウを宿泊施設
運営業務マニュアルとして別途取りまとめる。

第十一 新型インフル
エンザ等感染症外出
自粛対象者又は新感
染症外出自粛対象者
の療養生活の環境整
備に関する事項

一 外出自粛対象者の療養生活の環境
整備の基本的な考え方
三 都道府県等における外出自粛対象
者の療養生活の環境整備の方策
四 関係各機関及び関係団体との連携

14．高齢者施設・障害者施
設等への感染対策助言
体制の維持・確保

都道府県等は、高齢者施設等や障害者施設等において、必要に応じて
ゾーニング等の感染対策の助言を行うことができる体制を平時から確
保する。

第十五 感染症の予
防に関する人材の養
成及び資質の向上に
関する事項

三 都道府県等における感染症に関す
る人材の養成及び資質の向上

15．保健所職員等の人材
の養成・研修の充実

都道府県等が感染症に関する講習会等を開催すること等により、保健
所の職員等に対する研修の充実を図る。

第十六 感染症の予
防に関する保健所の
体制の確保に関する
事項

一 感染症の予防に関する保健所の体
制の確保に関する基本的な考え方
二 国における感染症の予防に関する
保健所の体制の確保に関する方策
三 都道府県等における感染症の予防
に関する保健所の体制の確保
四 関係機関及び関係団体との連携

16．感染症発生時の都道
府県及び保健所の役割
分担

都道府県等は、平時から保健所等と連携し感染症発生時における連携
体制を確保し、県及び保健所のそれぞれの役割分担を検討しておく。
保健所は、地域の感染症対策の中核的機関として、情報収集・分析、対
応策の企画立案・実施、リスクコミュニケーション等を行う。
保健所は、平時から本庁部門や地方衛生研究所等と協議し役割分担を
確認する。保健所は、管内の市町村と協議し、感染症発生時における協
力について検討する。

三 都道府県等における感染症の予防
に関する保健所の体制の確保

17．感染症拡大を想定した、
応援人員を含む人員体
制及び設備の確保

都道府県等は、感染症の拡大を想定し、保健所における人員体制や設
備等を整備する。
都道府県等はIHEAT要員や市町村等からの応援体制を含めた人員体
制、受入体制の構築のほか、資機材の確保・備蓄、業務委託、ICTの活
用などを含め、体制整備を検討する。
都道府県等は、保健所に統括保健師等の総合的なマネジメントを担う
保健師を配置する。

１．都道府県感染症予防計画の分析 ②予防計画の記載項目の集約・分析
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予防計画の記載項目の集約・分析｜結果概要(1/2）

都道府県予防計画の記載について

 感染症基本指針において予防計画で記載が求められている項目については、大多数の都道府県感染症予防計画に

記載されていた。詳細は1４～4２頁参照。

１．感染症情報の収集・分析 • すべての都道府県予防計画に記載あり。参考となる取組として、県独自の情報収集のシステムについての記載があっ

た。

２．広域対応に関する国、他都道府県、検疫

所等との連携体制

• すべての都道府県予防計画に記載あり。参考となる取組としては、広域対応の研修・訓練についての記載、具体的な対

策例の記載、広域に関する具体的な枠組み等の記載、広域に関する具体的な協定の記載があった。

３．感染症の情報公表に関する市町村長と

の連携体制

• すべての都道府県予防計画に記載あり。参考となる取組としては、市町村との連携について具体的な事項が記載され

ていた。

４．医療DXの推進に向けた取り組み、情報

の分析主体、分析方法等

• すべての都道府県予防計画に電子化等に関する記載あり。そのうち、約７割の都道府県において新興感染症に係る入

院患者の重症度等を効率的に把握する基盤を整備することに関する記載、約６割の都道府県において国が収集した

様々な情報の連結をした上での重症度等の感染症情報に関する調査・分析を行うことに関する記載があった。

５．感染症・病原体等の調査・研究に関する

大学研究機関、地方衛生研究所等との

連携

• 関係機関との連携については、全ての都道府県予防計画に記載あり。参考となる取組として、調査研究の連携先に民

間検査機関や調査研究の連携先に具体的な大学名が記載されていた。

６．民間検査機関との検査に関する連携体

制

• すべての都道府県予防計画に記載あり。参考となる取組として、民間検査機関に関する技術支援、情報交換や体制に

関する具体的な記載があった。

７．地方衛生研究所等の計画的な人員確

保・配置の方針

• 衛生研究所の体制整備については、すべての都道府県予防計画に記載あり。一方、具体的な人材確保策、人員配置に

関する記載がある都道府県は一部にとどまる。

8．医療人材派遣や後方支援医療機関 • すべての都道府県予防計画に記載あり。圏域外の人材派遣についての言及している都道府県も８割以上にのぼる。一

部の都道府県では、具体的な後方支援体制関する記載や具体的な対応フローの記載があった。

９．重症用病床や特に配慮が必要な患者へ

の医療提供体制

• すべての都道府県予防計画に記載あり。参考となる取組として、配慮が必要な患者の移送や、各疾患に対する具体的

な対応が記載されていた。

１．都道府県感染症予防計画の分析 ②予防計画の記載項目の集約・分析
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都道府県予防計画の記載について（つづき）

10．高齢者施設等の療養者に対する医療提

供体制

• 約９割の都道府県予防計画に記載あり。参考となる取り組みとして、高齢者施設に派遣する人材や医療機関以外の機

関との協定、高齢者施設への支援相談窓口の設置に関しての記載があった。

１１．医薬品の供給・流通、備蓄・確保に関す

る事項や協定による個人防護具の備蓄

• すべての都道府県予防計画に記載あり。参考になる取り組みとして、協定医療機関に求める備蓄品に関する具体的な

記載や県が備蓄する物資とその方式・数について具体的な記載があった。

12．感染症患者の移送の考え方 • すべての都道府県予防計画に記載あり。参考になる取り組みとして、移送の拠点数や設備についての具体的な記載や、

地域の実情に応じた様々な工夫が示されていた。

13．感染症患者の宿泊施設確保やその運
営

• すべての都道府県予防計画に記載あり。参考になる取り組みとして、宿泊施設活用の職員配置や健康管理のための
体制強化策等について、新型コロナの経験を踏まえた具体的な検討が記載されていた。ただし、協定先の宿泊療養
施設等を提示している自治体はなかった。

14．高齢者施設・障害者施設等への感染対
策助言体制の維持・確保

• ９割以上の都道府県予防計画に記載あり。検討の具体例の記載が複数確認できた。

15．保健所職員等の人材の養成・研修の充
実

• すべての都道府県予防計画に記載あり。参考になる記載として、研修対象に高齢者施設職員等を含むものや、国の
組織等との人事交流により人材養成を行う方針を示す自治体があった。

16．感染症発生時の都道府県及び保健所
の役割分担

• すべての都道府県で記載されていた。検討の具体例が複数確認できた。

17．感染症拡大を想定した、応援人員を含
む人員体制及び設備の確保

• すべての都道府県で記載されていた。検討の具体例が複数確認できた。

予防計画の記載項目の集約・分析｜結果概要(２/2）

１．都道府県感染症予防計画の分析 ②予防計画の記載項目の集約・分析
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都道府県予防計画の分析

感染症情報の収集・分析

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

デジタル化が進む中での迅速かつ効果的に情報を収集・分析する方策についての検討を推進する。

ポイント 都道府県等での感染症情報を電磁的方法により迅速かつ効果的に収集・分析する方策について検討し記載

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において感染症情報の収集・分析方法に関して記載されている。

その他、参考となる取組として県独自の情報収集のシステムについて以下のような事例があった。

参考になる取組事例

情報を連結して分析する記載の例（神奈川県）

 神奈川県では、収集した様々な情報について個人を特定しないよ

うにした上で、連結して分析する方針が示されている。

出所：神奈川県ウェブサイト、「神奈川県感染症予防計画（令和６年３月改定）」

「神奈川県感染症予防計画（令和６年３月改定）」 P12抜粋

感染症の発生届及び積極的疫学調査に関する情報を迅速かつ効率的

に収集し、感染症対策の推進に活かしていくための仕組みとして、厚

生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師が県に対して届出等

を行う場合には、電磁的方法によることが必要である。

また、収集した様々な情報について個人を特定しないようにした上で、

連結して分析する。

県独自の情報収集のシステムの例（岐阜県）

 岐阜県では、岐阜県、岐阜県教育委員会、岐阜県医師会が協力し、

県内での感染症の流行状況を、いち早く分かりやすく伝え、感染予

防に役立てることを目的に構築した「岐阜県リアルタイム感染症

サーベイランス」システムを運用している。
 岐阜県感染症予防計画にも必要に応じてシステムに協力すること

が記載されている。

出所：岐阜県ウェブサイト、「岐阜県感染症予防計画 令和６年（2024年） ３月」

「岐阜県感染症予防計画 令和６年（2024年）３月」 P5抜粋

新興感染症については、各医療機関は、国が指定する感染者等の情報

把握・管理支援を行うシステムを用い県に届け出ることとし、当該感

染症の感染症法上の位置づけが変更された後においても、必要に応

じ医師会が運用する「岐阜県リアルタイム感染症サーベイランス」シス

テムによる感染動向把握に協力する。

1
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都道府県予防計画の分析

広域対応に関する国、他都道府県、検疫所等との連携体制(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

広域での対応に備え、国、他都道府県等との連携体制をあらかじめ構築する。

ポイント  関係各機関及び関係団体との連携体制を具体的に記載。
 特に、都道府県連携協議会を活用した専門職能団体や高齢者施設等関係団体との連携体制、保健所間の連携や

検疫所との連携について記載。
 また、都道府県間の連携強化を図る方法や、隣接する都道府県との連携体制などを記載

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において基本記載が記載されている。

参考となる取組としては、広域対応の研修・訓練についての記載、具体的な対策例の記載、広域に関する具体的な

枠組み等の記載、広域に関する具体的な協定の記載があった。

参考になる取組事例

広域に関する取組の記載の例（山形県）

 感染症医療に関する専門家を広域的に把握し、緊急時に相互派遣

するネットワークシステムの整備すると記載。

感染症医療に関する専門家を広域的に把握し、

緊急時に相互派遣するネットワークシステムの整

備すると記載。

広域での対応に備えた枠組みの記載の例（和歌山県）

 関西広域連合を活用した体制整備

関西広域連合とは滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌

山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市を構成団体と

し、広域的な行政課題に関する事務のうち、府県よりも広域の行政

体が担うべき事務を実施している。

2

「山形県感染症予防計画 令和６年３月」 P26抜粋

東北各県などと密接な連携を行い、危険な感染症に迅速かつ的確に

対応できるよう感染症医療に関する専門家を広域的に把握し、緊急時

に相互派遣するネットワークシステムの整備などの対策を講じる。

「和歌山県感染症予防計画 令和６年３月」 P10抜粋

感染症発生予防対策を広域的に行うためには、他の都道府県や検疫

所との連携を密にし、効果的に対策を進められる体制をあらかじめ構

築しておくことが重要である。体制構築を円滑に進めるため、関西広

域連合等の特別地方公共団体や、県感染症予防対策連携協議会等を

必要に応じて活用する。

出所：山形県ウェブサイト、「山形県感染症予防計画（令和６年３月）」 出所：和歌山県ウェブサイト、「和歌山県感染症予防計画 令和６年３月」
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都道府県予防計画の分析

広域対応に関する国、他都道府県、検疫所等との連携体制(2)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

参考になる取組事例（つづき）

広域での対応に備えた枠組みの記載の例（九州・山口連携）

 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県および政令指定都市・保健所設置市で「九州・山口九県における感

染症に対する広域連携に関する協定書」を締結している。
 各県単独では対応困難な感染症や希少感染症が発生し、広域的な対応が必要となる場合に備え、感染症情報の伝達、地方衛生研究所の相互支

援や標準マニュアルの作成など、感染症の発生に備えた広域連携体制を構築している。
 令和2年度は協定に基づき、新型コロナウイルス感染症発生時の広域的応援を実施している。

2

「福岡県感染症予防計画（第5版）」P9抜粋

感染症の予防を効果的かつ効率的に進めていくため、国や地方公共団体の感染症対策部門、食品衛生部門、生活衛生部門及び環境衛生部門等との相互の

連携に加え、学校、企業等の関係機関及び団体とも連携を図っていきます。さらに、国や他の地方公共団体との連携体制、地方公共団体相互の連携体制、

行政機関と医師会等の関係団体の連携体制を、福岡県感染症対策連携協議会等を通じて構築します。

加えて、広域での対応に備え、国との連携強化や九州・山口九県における感染症に対する広域連携に関する協定により九州・山口各県との連携強化を図る

ほか、検疫所との連携体制をあらかじめ構築します。

出所：福岡県ウェブサイト、「福岡県感染症予防計画（第5版）」

出所：九州地方知事会ウェブサイト、「感染症に対する広域連携」
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都道府県予防計画の分析

感染症の情報公表に関する市町村長との連携体制

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

都道府県知事は情報（新興感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に限る。）の公表に関し、当該情報に

関する住民の理解の増進に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求める。

また、当該協力のために必要があると認めるときは、協力を求めた市町村長に対し、個人情報の保護に留意の上、

患者数及び患者の居住地域等の情報を提供する。

ポイント 感染症の情報公表に関する市町村長との連携体制について記載

新型コロナ対応を踏まえた患者情報の公表の方針について記載

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において基本記載が記載されている。

参考となる取り組みとして、市町村との連携について具体的な事項が記載されている。

参考になる取組事例

連携協議会を活用した市町村との協力の記載例（兵庫県）

 市町の協力を得る場合は、連携協議会等を活用し、情報提供の具体的な内容や役割分担、費用負担のあり方について、あらかじめ協議しておく

ことも検討する。

出所：兵庫県ウェブサイト、「兵庫県感染症予防計画（令和６年３月）」

「兵庫県感染症予防計画（令和６年３月）」 P33抜粋

県は、外出自粛対象者の健康観察や生活支援等に当たっては、積極的に市町と連携し、必要な範囲で患者情報の提供を行う。

なお、市町の協力を得る場合は、連携協議会等を活用し、情報提供の具体的な内容や役割分担、費用負担のあり方について、あらかじめ協議しておくこと

も検討する。

また、福祉ニーズのある外出自粛対象者については、適切な支援を受けられるよう、市町と連携するとともに、連携協議会等を通じた、介護サービス事業

者、障害福祉サービス事業者等との連携も検討する。

3
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都道府県予防計画の分析

医療DXの推進に向けた取り組み等(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

 都道府県は、国又は他の都道府県に対する発生届及び積極的疫学調査に関する情報の報告等を電磁的方法

により行う。
 また、新興感染症に係る入院患者の重症度等を効率的に把握する基盤を整備するとともに、新興感染症デー

タバンク事業による病原体情報の収集や、国が収集した様々な情報の連結をした上での重症度等の感染症情

報に関する調査・分析、都道府県等の本庁や保健所、大学その他研究機関等への情報提供を迅速に実施する。

ポイント  医療ＤＸの推進に向けて、都道府県等で行う取組等を検討の上、記載。
 収集した情報についての分析の実施主体、分析方法等を記載。

※感染症指定医療機関は、新興感染症についての知見の収集及び分析を行う点にも留意する。

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県予防計画に電子化等に関する記載あり。そのうち、約７割の都道府県において新興感染症に係る入

院患者の重症度等を効率的に把握する基盤を整備することに関する記載、約６割の都道府県において国が収集し

た様々な情報の連結をした上での重症度等の感染症情報に関する調査・分析を行うことに関する記載があった。

その他、新興感染症データバンク事業による病原体情報の収集への協力に関する記載や、都道府県等の本庁や保

健所、大学その他研究機関等への情報提供を迅速に実施することに関する記載を明示的にしている都道府県も３

割程度確認できた。

4
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都道府県予防計画の分析

医療DXの推進に向けた取り組み等(2)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

4

参考になる取組事例

収集した情報の分析の主体の記載の例（鹿児島県）

 収集した情報の分析の主体として、地方衛生研究所、感染症指定

医療機関、大学の研究機関、都道府県や保健所設置市等が記載さ

れていた。
 大学の研究機関が分析の主体として記載されていた記載例（鹿児

島県）は下記の通り。

感染症指定医療機関以外の医師においても電磁的な方法に

よる届出等に努めるよう求めることに関する記載の例（滋賀

県）

 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関以外の医師についても、

電磁的方法により届出を行うよう努める。

「鹿児島県感染症の予防のための施策の実施に関する計画

（鹿児島県感染症予防計画） 令和６年３月」P15抜粋

感染症指定医療機関及び大学の研究機関等は，収集した様々な情

報について個人を特定しないようにした上で，連結して分析します。

出所：鹿児島県ウェブサイト、「鹿児島県感染症の予防のための施策の実施に関する計

画（鹿児島県感染症予防計画）令和６年３月」

出所：滋賀県ウェブサイト、「滋賀県感染症予防計画（感染症の予防のための施策の実施に

関する計画）（令和６年３月最終改定）」

「滋賀県感染症予防計画（感染症の予防のための施策の実施

に関する計画）（令和６年３月最終改定）」P24抜粋

感染症の発生届および積極的疫学調査に関する情報を迅速かつ効率

的に収集し、感染症対策の推進に活かしていくため、法第12条５項に

基づき、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師が保健所

長に対して届出等を行う場合においては、電磁的方法によることとす

る。また、法第12条６項に基づき、厚生労働省令で定める感染症指定

医療機関以外の医師についても、電磁的方法により届出を行うよう

努めるものとし、県においては医師の保健所長への電磁的方法によ

る届出の推進を図る。

収集した様々な情報について、県は、感染症対策主管課や保健所およ

び衛生科学センター間で、迅速かつ効率的に共有できる体制を構築し

ていく。
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都道府県予防計画の分析

感染症・病原体等の調査・研究に関する研究機関との連携

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

感染症及び病原体等に関する調査及び研究に当たっては、国立感染症研究所、国立国際医療研究センター、日本医療

研究開発機構、大学研究機関、地方衛生研究所等をはじめとする関係研究機関等は、相互に十分な連携を図る。

ポイント 関係機関の役割に応じた連携体制について記載。
感染症指定医療機関が国立感染症研究所及び国立国際医療研究センターを中心とした感染症に関する医薬品等の

治験及び研究開発のネットワークに参加し、感染症発生時に新興再興感染症データバンク事業（ＲＥＢＩＮＤ）等に協

力する。関係機関との連携を構築するに当たり、感染症法に基づく都道府県連携協議会等を活用し、本庁や保健所

が、地方衛生研究所、国立感染症研究所、民間検査機関等と意見交換や必要な調整等を通じて、連携を強化。

都道府県による

予防計画上の記載

関係機関との連携については、全ての都道府県予防計画に記載されている。
参考になる取組として、調査研究の連携先に民間検査機関や具体的な大学名が記載されている例があった。

参考になる取組事例

大学との具体的な例（大阪府）

 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所は、学術分野において、大阪大学感染症総合教育研究拠点（CiDER）や大阪公立大学大阪国際感染

症研究センター（OIRCID）等の大学研究機関等との連携を進めている。

「大阪府感染症予防計画（第６版）」抜粋P19～P20

地方衛生研究所は、府等における感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関と

しての役割を果たせるよう、国立感染症研究所や他の地方衛生研究所、検疫所、府等

の関係部局及び保健所との連携の下、感染症及び病原体等の調査、研究、試験検査並

びに感染症及び病原体等に関する情報等の収集、分析及び公表を行う。

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所は、これらの取組みを行うに当たり、大阪

大学感染症総合教育研究拠点（CiDER）や大阪公立大学大阪国際感染症研究セン

ター（OIRCID）等の大学研究機関等との連携を進めるとともに、府等に対し、研究

所が有する技術及び知見を提供しつつ、最新の知見・情報を踏まえた感染症対策等へ

の助言や提言を行う。特に、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開催や訪日

外国人の増加により、輸入感染症の発生等、様々な感染症危機が想定されるため、関

係機関と連携し、病原体の早期探知や流行状況の予測を目的とした環境サーベイラン

スの研究を進める。

図 大阪健康安全基盤研究所と大阪大学、大阪公立大学との連携

出所：大阪府ウェブサイト、「大阪府感染症予防計画（第６版）」

5

Copyright © Mitsubishi Research Institute

都道府県予防計画の分析

民間検査機関との検査に関する連携体制

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

民間検査機関と平時から計画的に体制整備を図る。

ポイント 新興感染症の発生時を想定した検査体制のあり方について、民間の検査機関等も含めた連携体制について記載

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県で、民間検査機関との検査に関する連携体制について記載されている。

参考となる取組として、民間検査機関に関する技術支援、情報交換や体制に関する具体的な記載があった。

参考になる取組事例

民間検査会社に関する記載例（東京都）

 民間検査機関の検査能力及び精度管理の向上に向けて、積極的な情報提供や、研修等による技術的指導について計画されている。
 協定締結民間検査機関は、健康安全研究センター等の地方衛生研究所と連携し変異株分析の受託や医療機関等からの検査分析依頼に対応す

る。また、健康安全研究センターからプライマー、試薬等の情報提供を踏まえ、流行初期から早期に体制を立ち上げるとともに、都の補助金等で

整備したＰＣＲ検査機器等を活用することにより、流行初期以降の医療機関からの多くの検査需要に対応可能な検査実施能力を順次確保する

ことなどが具体的に明示されている。

「東京都感染症予防計画（令和６年３月）」抜粋 P23

（略）新型コロナ発生時のような検査需要が飛躍的に増大する事態にあって

は、公的検査機関に加えて民間検査機関や医療機関との連携の下に各地域

における検査実施能力を拡充する必要があることから、連携協議会等を活

用して新興感染症の発生に備え、発生早期、流行初期、流行初期以降の各段

階での関係機関との役割分担を明確にする。民間検査機関等と感染症法に

基づく措置協定を締結することにより、有事における検査実施能力を確保

する。

また、民間検査機関等における検査実施能力の向上のため、都は平時から

協定を締結した民間検査機関等と検査にかかる情報共有を行うとともに、

技術指導や精度管理の向上のための取組など必要な支援を行う。

6

出所：東京都ウェブサイト、「東京都感染症予防計画（令和６年３月）

「東京都感染症予防計画（令和６年３月）」抜粋 P45

（略）発生早期には、健康安全研究センターが検査を実施し、流行初期には、

これに加え、感染症指定医療機関、流行初期医療確保措置の対象となる協定

を締結した医療機関が順次対応する。また、医療提供体制を補完するため、

地域の実情に応じて地区医師会等が地域・外来検査センター（ＰＣＲセン

ター）を設置するなど、各地域における必要な検査体制を構築する。

流行初期以降は、これらに加え、公的医療機関、特定機能病院及び地域医療

支援病院等が中心となり、段階的に、検査能力を有する全ての協定締結医療

機関で対応する。

協定締結民間検査機関は、健康安全研究センター等の地方衛生研究所と連

携し変異株分析の受託や医療機関等からの検査分析依頼に対応する。また、

健康安全研究センターからプライマー、試薬等の情報提供を踏まえ、流行初

期から早期に体制を立ち上げるとともに、都の補助金等で整備したＰＣＲ検

査機器等を活用することにより、流行初期以降の医療機関からの多くの検

査需要に対応可能な検査実施能力を順次確保する。
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都道府県予防計画の分析

地方衛生研究所等の計画的な人員確保・配置の方針

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

地方衛生研究所等が十分な試験検査機能を発揮できるよう、計画的な人員の確保や配置を行う等、平時から体制

整備に努める。

ポイント 新興感染症の発生を想定した地方衛生研究所等の計画的な人員確保・配置の方針を記載。

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において、基本記載が記載されている。

参考となる取り組みとして、人材確保、人員配置に関する具体的な記載があった。また人員計画の詳細は「健康危

機対処計画」に記載している都道府県もあった。

参考になる取組事例

研修等に参加した職員の配置に関する記載の例（埼玉県）

 埼玉県では、研修に参加した職員が、習得した感染症に関する知識を積極的・効果的に活用するため、研修会の開催や職員配置を工夫されて

いる。

7

「埼玉県地域保健医療計画（令和６～令和１１年度）（２０２４～２０２９年度）(埼玉県感染症予防計画は、第3部第2章第5節)」P380抜粋

衛生研究所等は、国立感染症研究所等の国立試験研究機関等が実施する研修へ職員を計画的に派遣します。さらに、研修に参加した職員が、習得した感染

症に関する知識を積極的かつ効果的に活用できるように、研修会の開催や職員配置を工夫するよう努めます。

出所：埼玉県ウェブサイト、「埼玉県地域保健医療計画（令和６～令和１１年度）（２０２４～２０２９年度）」

Copyright © Mitsubishi Research Institute

都道府県予防計画の分析

医療人材派遣や後方支援医療機関(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間前においては、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定

医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応する。
 新興感染症から回復した患者や一般患者の受入れを担う医療機関との間で、後方支援に係る医療措置協定

の締結する。
 医療人材の応援体制を整備するともに、都道府県の区域を越えた医療人材の応援を要請する場合の方針に

ついて、平時から確認する。

ポイント 医療人材派遣や後方支援医療機関について記載するとともに、協定を結ぶ医療機関名をリスト化または公表する

ウェブサイトを記載

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において、基本記載が記載されている。圏域外の人材派遣についての言及している都道府県も８割

以上にのぼる。参考となる取り組みとして、後方支援体制の具体的な施設に関する記載や、具体的な対応のフロー

が記載されている場合があった。

参考になる取組事例

後方支援体制として高齢者施設や介護、障がい福祉サービス事業者等に関する記載の例（徳島県）

 徳島県では、回復した患者の退院先となる高齢者施設や介護、障がい福祉サービス事業者等とも連携を図ることにより、後方支援体制を整備す

る計画がされている。

8

出所：徳島県ウェブサイト、「感染症の予防のための施策の実施に関する計画（徳島県感染症予防計画）令和６年３月（改定）

「感染症の予防のための施策の実施に関する計画（徳島県感染症予防計画）令和６年３月（改定） P19抜粋

県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症対応を行う医療機関に代わって後方支援として患者を受け入れる医療機関及び感染症

医療担当従事者等を派遣する医療機関と、平時に医療措置協定を締結するとともに、回復した患者の退院先となる高齢者施設や介護、障がい福祉サービ

ス事業者等とも連携を図ることにより、後方支援体制を整備する。
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都道府県予防計画の分析

医療人材派遣や後方支援医療機関(2)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

参考になる取組事例（つづき）

後方支援を含む各医療機関の役割分担の具体的な例（滋賀県）

8

 滋賀県では第一種協定指定医療機関を除く後方支援の協定を締結し

た医療機関を後方支援医療機関（Ｃ類）として後方支援体制を整備し

ている。後方支援医療機関（Ｃ類）は、第一種協定指定医療機関で確保

する病床のひっ迫を防ぐため、新興感染症患者以外の患者受入や、新

興感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入などの後方支

援を行うこととなっている。

表 対応分類表

「滋賀県感染症予防計画（感染症の予防のための施策の実施に関する計画） 平成12年3月策定令和6年３月最終改定」P35～36抜粋

【後方支援の協定】

県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に後方支援を担当する医療機関と平時に医療措置協定を締結し、幅広い医療機関で後方支援を行う

体制を整備する。

また、第一種協定指定医療機関を除く後方支援の協定を締結した医療機関を後方支援医療機関（Ｃ類）として後方支援体制を整備する。後方支援医療機

関（Ｃ類）は、第一種協定指定医療機関で確保する病床のひっ迫を防ぐため、新興感染症患者以外の患者受入や、新興感染症から回復後に入院が必要な患

者の転院の受入などの後方支援を行う。

【後方支援を含む各医療機関の役割分担】

第一種協定指定医療機関（Ａ類）、第一種協定指定医療機関（Ｂ類）、後方支援医療機関（Ｃ類）における対応症例は表９のとおりとし、新興感染症等患者の

症状ごとの調整フローは図８を参照とする。

出所：滋賀県ウェブサイト、「滋賀県感染症予防計画（感染症の予防のための施策の実施に関する計画） 平成12年３月策定 令和６年３月最終改定」

図 後方支援機関との調整フロー
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都道府県予防計画の分析

重症用病床や特に配慮が必要な患者への医療提供体制

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

重症者用の病床の確保も行うとともに、特に配慮が必要な患者、感染症以外の患者への対応を含めて切れ目のな

い医療提供体制の整備を図る。

ポイント 重症用病床や特に配慮が必要な患者（精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障害者児、高齢者、認知症

である者、がん患者、外国人等）への医療提供体制について記載

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において基本記載が記載されている。

参考となる取組として、配慮が必要な患者の移送や、各疾患に対する具体的な対応が記載されていた。

参考になる取組事例

配慮が必要な患者の移送に関する記載の例（岐阜県）

 高齢者及び障がい者施設等に入所しており配慮を必要とする方の移送については、平時から福祉関係団体等とも連携し、移送の際の留意事項

を含めて協議しておく。

9

「岐阜県感染症予防計画 令和６年（2024年)３月」P29抜粋

• 感染症の患者の移送は、原則、保健所が行う。ただし、保健所の移送能力を超える事態が生じた場合には、保健所の要請に基づき、消防機関は保健所の

移送に協力するよう努める。なお、自宅・宿泊施設から医療機関への移送については、特性や感染状況に応じ、民間事業者の活用を検討する。

• 自宅から宿泊施設への移送については、感染症の病原性や感染力が明らかでない段階には、原則、県及び岐阜市が行い、その後、民間事業者への委託

に移行する。

民間事業者への委託は県が行い、岐阜市は必要に応じてその経費等を負担する。

• 以上の役割分担については、新興感染症の特性や感染状況を踏まえ、感染症対策連携協議会や感染症対策調整本部での協議を経て、役割分担を最終

決定する。

• 高齢者及び障がい者施設等に入所しており配慮を必要とする方の移送については、平時から福祉関係団体等とも連携し、移送の際の留意事項を含め

て協議しておく。

出所：岐阜県ウェブサイト、「岐阜県感染症予防計画 令和６年（2024年)３月」
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都道府県予防計画の分析

高齢者施設等の療養者に対する医療提供体制(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

第二種協定指定医療機関のうち、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に、高齢者施設等の療養者に対し、

新興感染症に係る医療の提供を行う医療機関、薬局等と平時に医療措置協定を締結し、特に高齢者施設等に対す

る医療支援体制を確認する。

ポイント 高齢者施設等の療養者に対する医療提供体制について、クラスター発生時の医療人材派遣等を含めて検討、記載

（高齢者施設等の範囲は地域の実情に応じて、医療関係者・高齢者施設等の関係者等の意見を踏まえつつ、適宜設

定すること）

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において基本記載が記載されている。

参考となる取り組みとして、高齢者施設に派遣する人材や医療機関以外の機関との協定、高齢者施設への支援相

談窓口の設置に関して記載されている事例があった。

10

Copyright © Mitsubishi Research Institute

都道府県予防計画の分析

高齢者施設等の療養者に対する医療提供体制(2)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

参考になる取組事例

10

高齢者施設に派遣する人材に関する記載の例（静岡県）

 静岡県では新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において

は、感染症医療担当従事者等を高齢者施設等に派遣できるように平

時からの研修や訓練の実施に努めることが定められている。

医療機関以外の機関（診療所、薬局、訪問看護事業所）との医

療措置協定に関する記載の例（熊本県）

 熊本県では、新興感染症発生等公表期間（※流行初期以降）におい

て高齢者施設に対する往診や電話・オンライン診療、訪問看護や服

薬指導等の医療の提供を行う医療機関と平時に医療措置協定を締

結し、第二種協定指定医療機関として指定し、その内容について、

県ホームページに掲載する旨を計画している。

「熊本県感染症予防計画」P25抜粋

知事は、新興感染症発生等公表期間（※流行初期以降）において新興

感染症の自宅療養者、宿泊療養者、高齢者施設や障害者施設等に対

する往診や電話・オンライン診療、訪問看護や服薬指導等の医療の

提供を行う医療機関（病院、診療所、薬局又は訪問看護事業所（※病

院及び診療所については高齢者施設等と連携している医療機関を

含む））と平時に医療措置協定を締結し、第二種協定指定医療機関と

して指定し、県は、その内容について、県ホームページに掲載します。

流行初期以降において、知事は、医療措置協定を締結した第二種協

定指定医療機関に対して、その後３か月程度を目途に順次要請を行

い、新興感染症に係る自宅療養者等への医療提供体制を確保します。

「静岡県における感染症の予防のための施策の実施に関する計画

【2024年度～2029年度】(令和６(2024)年３月)」P33抜粋

感染症指定医療機関は、感染症対応を行う医療従事者等の新興感染症の発

生を想定した必要な研修及び訓練の実施又は国、都道府県等若しくは医療

機関が実施する当該研修・訓練に医療従事者等を参加させること等により、

体制強化を図ることに努める。

また、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間においては、感染症医

療担当従事者等を他の医療機関、宿泊施設及び高齢者施設等に派遣できる

ように平時からの研修や訓練の実施に努める。

出所：熊本県ウェブサイト、「熊本県感染症予防計画」出所：静岡県ウェブサイト、「静岡県における感染症の予防のための施策の実施に関する計

画【2024年度～2029年度】(令和６(2024)年３月)
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都道府県予防計画の分析

医薬品の供給・流通、備蓄・確保に関する事項等(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

新興感染症の世界的な汎流行時に、必要な医薬品等の供給及び流通を適確に行うため、必要な医薬品等の確保に

努める。また、医療機関と平時に法に基づき医療措置協定を締結するに当たっては、診療等の際に用いる個人防護

具の備蓄を求めておくことにより、個人防護具の備蓄の実施が医療措置協定に適切に位置づけられるように努め

る。

ポイント 医薬品の供給・流通、備蓄・確保に関する事項や協定による個人防護具の備蓄に関する事項を記載

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県予防計画に個人防護具の備蓄に関して記載されている。

参考となる取り組みとして、協定医療機関に求める備蓄品に関する具体的な記載や県が備蓄する物資とその方式、

数について具体的な記載がある場合があった（次ページ参照）。

11

Copyright © Mitsubishi Research Institute

都道府県予防計画の分析

医薬品の供給・流通、備蓄・確保に関する事項等(2)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

参考になる取組事例

11

県が医薬品・衛生物資を備蓄する記載例（山梨県）

 山梨県は医薬品の備蓄・確保だけでなく衛生物質も含め地域にお

ける必要想定量（関係機関による通常使用量やクラスター発生に

伴う追加使用量などの合算）の概ね３か月分の衛生物資について、

流通備蓄方式により県で備蓄する計画としている。

表 県が備蓄する衛生物資

「山梨県感染症予防計画（感染症対策ビジョン）」P45抜粋

• 県は、新型インフルエンザ等感染症のまん延時に、治療に必要な医

薬品の供給及び流通を的確に行うため、医薬品の備蓄又は確保に

努めます。特措法に基づく政府行動計画を踏まえ、引き続き、抗イ

ンフルエンザウイルス薬を計画的かつ安定的に備蓄します。

• 県は、地域における必要想定量（関係機関による通常使用量やクラ

スター発生に伴う追加使用量などの合算）の概ね３か月分の衛生

物資について、流通備蓄方式＊により次の数量を備蓄します。

• 医療措置協定を締結する病院、診療所及び訪問看護事業者は、感

染対策に必要な衛生物資の備蓄に努めます。（戦略７参照）

出所：山梨県ウェブサイト、「山梨県感染症予防計画（感染症対策ビジョン）

令和６年３月２６日全部改定（令和６年４月１日施行）」

県が協定医療機関に求める備蓄に関する記載例（愛知県）

 愛知県の協定指定医療機関（病院・診療所・訪問看護事業所）が備

蓄するPPEの目標量は、各医療機関における使用量の２か月分以

上としている。また、協定指定医療機関のうち、病院・診療所・訪問

看護事業所が備蓄するPPEの対象物資は、サージカルマスク、

N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド及び非滅菌

手袋の５物資としている。
 医療機関及び検査機関等における備蓄の運営方法は、物資を購入

し、保管し、使用期限がきたら廃棄するのではなく、備蓄物資を順

次取り崩して一般医療の現場で使用する、回転型での運営として

いる。

「愛知県感染症予防計画 (令和６（2024）年３月）」P32抜粋

• 協定締結にあたり、PPEの備蓄量は医療機関及び検査機関等が設

定することができるものとするが、協定指定医療機関（病院・診療

所・訪問看護事業所）が備蓄するPPEの目標量は、各医療機関にお

ける使用量の２か月分以上とする。

• 協定指定医療機関のうち、病院・診療所・訪問看護事業所が備蓄す

るPPEの対象物資は、サージカルマスク、N95マスク、アイソレー

ションガウン、フェイスシールド及び非滅菌手袋の５物資とする。

• 医療機関及び検査機関等における備蓄の運営方法は、物資を購入し、

保管し、使用期限がきたら廃棄するのではなく、備蓄物資を順次取

り崩して一般医療の現場で使用する、回転型での運営とする。

• 県は、協定指定医療機関（病院・診療所・訪問看護事業所、薬局）のう

ち、８割以上の施設が、各施設の２か月分以上にあたるPPEの備蓄

を行うことを目標とし協定の締結を行う。

出所：愛知県ウェブサイト、「愛知県感染症予防計画 (令和６（2024）年３月）」
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都道府県予防計画の分析

感染症患者の移送の考え方(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

感染症患者の移送にかかる基本的な考え方を記載する。

感染症患者等の医療機関への移送体制の確保のため、地方公共団体内における役割分担について記載する。

新興感染症発生時の他、一類感染症・二類感染症について、国の考え方等を参考にしながら、移送に係る人員体制

に係る役割分担を定め、記載する。

ポイント 移送に必要な車両を確保することや、民間事業者等へ委託や消防機関との連携等についても記載。例えば、軽症

者、重症者、配慮が必要な方、等に区分し、搬送主体を決めておく。

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において基本記載が記載されている。

参考になる取組として、移送体制について、拠点数や設備について、具体的に記載されている例の他、地域の実情

に応じた様々な工夫が示されている。

参考になる取組事例

地域特性に応じた様々な取組

 移送に関しては各自治体の資源を踏まえ、様々な独自計画がなされている。

自治体名 取組例

広島県 • 民間移送事業者や民間救急等への業務委託等の体制を構築するとともに、患者の容態等によっては緊急搬送が必要となることから、
警察車両による先導等ができるよう、地元警察署等とあらかじめ協力体制を構築。

出所：広島県ウェブサイト、「広島県感染症予防計画」

富山県 • 感染症流行時における救急要請の増加・救急外来の混雑等による搬送先の混乱や救急搬送困難事例の発生を抑制するため、
子ども医療電話相談（＃8000）を活用し、小児の夜間・休日救急電話相談に応じる。

出所：富山県ウェブサイト、「富山県感染症予防計画」

新潟県 • 区域を越えた移送が必要な緊急時における対応方法について、あらかじめ協議をする。

• 予防接種により予防可能な疾患については、移送に携わる人には予めワクチンの接種を受けさせるか、又は抗体価を測定し、
低い場合には予防接種を行っておく。移送後は定期に健康検査及び健康観察を行う。

出所：新潟県ウェブサイト、「新潟県感染症予防計画」

12
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都道府県予防計画の分析１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

参考になる取組事例（つづき）

移送体制に関する取組の例（滋賀県）

 移送体制について、拠点数や設備について、具体的に記載されている。

また、症状や重症度別の移送車の役割についても具体的に記載されている（下右図）

その他、症状や重症度別の役割分担についても記載している自治体も多い。（以下は一例）

「滋賀県感染症予防計画」P45抜粋

感染症有事の移送体制及び人員体制

県は、感染症の患者等の移送手段として、感染状況に応じて車両を配備するとともに、後方支援体制の強化および通所型療養施設設置に伴う移送体制の

充実とともに必要な人員の確保を行う。

出所：滋賀県ウェブサイト、「滋賀県感染症予防計画」

12 感染症患者の移送の考え方(2)
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都道府県予防計画の分析

感染症患者の宿泊施設確保やその運営(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

都道府県等は、宿泊施設の体制を整備できるよう、関係者や関係機関と連携して平時から計画的な準備を行う。

民間事業者との協定締結等を実施する。

宿泊施設を運営できるよう、新型コロナ対応時のノウハウを宿泊施設運営業務マニュアルとして別途取りまとめる。

ポイント  平時から民間宿泊施設と協議を進め、確保の方法について記載。併せて、流行初期段階の公的施設の活用方針等

についても検討し、利用が想定される施設名等を記載。
 施設の運営・宿泊療養者の管理に必要な人員体制、資機材について規定し、定期的に点検を行う。

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において基本記載が記載されている。

宿泊施設活用の職員配置や健康管理のための体制強化策等については、新型コロナの経験を踏まえた具体的な検

討がされていた。現時点で協定先の宿泊療養施設等を提示している自治体はない。

参考になる取組事例

新型コロナの経験を踏まえた体制検討の例

自治体名 取組例

新潟県 • 宿泊施設には健康観察を行う看護職員と生活支援を行う事務職員を配置し本庁にも連絡調整を行う職員を配置するなど、安心して療養
できる体制を構築する。

• （略）健康観察、生活支援及び宿泊施設の運営にあたっては、県及び新潟市は、人員や費用の応分の負担をして連携して行う。

出所：新潟県ウェブサイト、「新潟県感染症予防計画」

東京都 • 新興感染症発生時に設置する宿泊療養施設では、感染症の性状等を踏まえ、定期的な健康観察を実施し、重症化リスクの高い基礎疾患が
ある患者等の急変時に即応できる体制を構築する。また、療養者の健康観察においては、新型コロナの経験を活かし、ＤＸの活用を図る
など、効率的・効果的な運営体制を整える。（略）

• 新興感染症の発生時においては、感染症の性状等を踏まえ、医師による健康相談に加え、協定締結医療機関等との連携（病床確保・往診
等）など、できる限りの医療の提供が可能な体制を構築する。

出所：東京都ウエブサイト、「東京都感染症予防計画」

13
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都道府県予防計画の分析

感染症患者の宿泊施設確保やその運営(2)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

13

参考になる取組事例

医療機関と宿泊療養施設の振り分け方針の例（滋賀県）

 滋賀県では、患者の症状や重症度に合わせた振り分けが可能とな

るよう、コントロールセンターを設けている。コントロールセンター

では、専門医のリエゾンへの相談体制を確立。

宿泊療養施設における体制強化の例（滋賀県）

 宿泊療養施設における健康観察等の体制強化のため、１宿泊療養

施設に対し、複数の医療機関によるバックアップ体制となるよう整

備する計画を立案。

出所：滋賀県ウェブサイト、「滋賀県感染症予防計画」
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都道府県予防計画の分析

高齢者施設等への感染対策助言体制の維持・確保(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

外出自粛対象者が高齢者施設等や障害者施設等で過ごす場合は、施設内で感染がまん延しない環境を構築する。

高齢者施設等や障害者施設等において、必要に応じてゾーニング等の感染対策の助言を行うことができる体制を

平時から確保する。

ポイント 平時からの高齢者施設や障害者施設等と医療機関との連携体制を記載

都道府県による

予防計画上の

記載状況

 ９割以上の都道府県において基本記載が記載されている。

検討の具体例を示した例も複数確認できた。

参考になる取組事例

平時からの地域の取組を重視した事例

 高齢者施設への感染対策助言体制確保については、平時から地域の医療機関と連携し、緊急時にも連携する方向性を示す例がある。

14

自治体名 取組例

山形県 • 施設利用者が当該施設内での入所を継続しながら療養を行えるよう、施設の管理医師と協力医療機関が、平時より情報共有や新興
感染症発生・まん延時の役割分担について協議を行うことにより、かかりつけ医機能が発揮できる地域医療体制の構築を図る。

出所：山形県ウェブサイト、「山形県感染症予防計画」

栃木県 • 高齢者施設等の開設者及び管理者は、新興感染症の発生及びまん延時に、平時から感染対策等に関する相談先を確保し、行政等の
他機関との連絡窓口となる担当者をあらかじめ選定する旨を記載。

• 連携協議会のテーマとして検討する方針

出所：栃木県ウェブサイト、「栃木県感染症予防計画」
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都道府県予防計画の分析１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

参考になる取組事例（つづき）

都道府県独自の支援チーム構築例

 都道府県独自に支援チームを構成し、平時から関係機関の日常的な支援を行い、関係構築している例がみられる。

これらのチームについては、平時から関係機関と研修・訓練等を通じた関係性を構築することを目的としている点に特徴がある。

（命名されていないが、各都道府県で同様の取組は多数あり）

14 高齢者施設等への感染対策助言体制の維持・確保(2)

自治体名 取組例

群馬県 • 施設等で、職員を含む集団感染が発生した場合、必要な支援を行うとともに、医療措置協定を締結した医療機関及び医師会等と連携

し、早期に医療介入できるＩＣＭＡＴ等の体制を確保する。
※ICMAT(Infection Control Medical Assistance Team）

• ICMATは、群馬県独自の取組として、高齢者施設、福祉施設、医療機関等において、入所者等に陽性患者が発生した場合に、施設内
の感染拡大を防止するため、施設での感染対策の助言や支援を行う機動的なチームを設置。感染症指定医療機関の医師、看護師、業
務調整員（感染症専門医、感染管理認定看護師及びＤＭＡＴ等）及び保健所職員等で編成される。

出所：群馬県ウェブサイト、「群馬県感染症予防計画」

山梨県 • やまなし感染管理支援チーム（YCAT）について、ロゴマークを設定
※YCAT(Yamanashi infection Control Assistance Team）

• YCATは、山梨県CDC（YDCD）が組織した、施設等における平時からの感染管理対策を支援する医療
チーム。
医療機関や高齢者施設等においてクラスターが発生した際に、当該医療機関等に派遣され、発生初期から
終息まで継続的に支援を行う。医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等の多職種で構成。
【平常時】医療機関、施設、保健所等と日常的な相談・支援、会議、研修、訓練等を通じて「顔が見える関係」
を構築。
チーム内、チーム間における感染症に関する情報の共有
【緊急時】施設等の感染管理を支援するチームとして、保健所と連携して、地域ごとに感染症発生施設へ派
遣初期から継続的に感染管理等の支援・指導を実施

出所：山梨県ウェブサイト、「山梨県感染症予防計画」
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都道府県予防計画の分析

保健所職員等の人材の養成・研修の充実(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

都道府県等が感染症に関する講習会等を開催すること等により、保健所の職員等に対する研修の充実を図る。

都道府県等はIHEAT要員の確保や研修等を行い、IHEAT要員による支援体制を確保する。

保健所は平時からIHEAT要員への訓練等を行い、IHEAT要員の活用を想定した準備を行う。

ポイント  都道府県等による研修・訓練の実施に関する事項について記載（目標値：年１回以上）
 都道府県等及び保健所は、感染症有事体制に構成される人員を対象に、全員が年１回以上受講できるよう、保健

所における実践型訓練を含めた感染症対応研修・訓練を実施すること。
 都道府県は、保健所設置自治体が実施するIHEAT研修に対し、必要に応じて講師派遣や、部分開催、共催等によ

る支援、企画への助言等を行う。

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において、基本記載が記載されている。

検討の具体例を示した自治体も複数例確認できた。参考になる記載として、研修対象に高齢者施設職員等を含む

例の他、国の組織等との人事交流により人材養成を行う方針を示す自治体もあった。

15

※数値目標は別途整理
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都道府県予防計画の分析１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

参考になる取組事例

都道府県独自の人材育成の取組例

 各都道府県において、独自の人材養成の取組がなされている。

 特徴的であったのは、海外都市との会議を通じた人材育成・ネットワーク構築の例（東京都）や、国立機関との人事交流により人材養

成を行う例（神奈川県）などがあげられる。

15 保健所職員等の人材の養成・研修の充実(2)

自治体名 取組例

岩手県 • 県は、ＩＨＥＡＴ要員を対象とした一元的な研修会を開催し、オンライン開催などの方法を取り入れて全員が年１回以上研修を受講できるよう
努める。

• 高齢者施設向けの研修については、広域振興局等の福祉担当課等と連携して実施。

出所：岩手県ウェブサイト、「岩手県感染症予防計画」

東京都 • アジア各都市とのネットワーク
アジア各都市の感染症対策関係者等との会議を通じ、情報共有や対策を担う人材の育成、都市間連携の強化を推進

• 医療人材登録データベースの構築
医療機関等や医師、看護師が人材情報を登録する「東京都医療人材登録データベース」を構築。登録されている医療従事者を対象に感染対策
に係る研修を実施するなど、人材育成への支援。

出所：東京都ウェブサイト、「東京都感染症予防計画」

神奈川県 • 人事交流を通じた人材養成
国立機関との人事交流及び保健所や医療機関の職員向けの感染症に関する研修の充実を図る。

出所：神奈川県ウェブサイト、「神奈川県感染症予防計画」

山梨県 • 県は、感染症に関する知識を習得した者をYCDCや保健所、衛生環境研究所に配置し、感染症対策の企画・立案の充実や、感染症の発生原因
分析・データ解析等の疫学調査の高度化を図る。

出所：山梨県ウェブサイト、「山梨県感染症予防計画」
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都道府県予防計画の分析

感染症発生時の保健所と県の役割分担(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

都道府県等は、平時から保健所等と連携し感染症発生時における連携体制を確保し、県及び保健所の役割分担を

検討する。

保健所は、地域の感染症対策の中核的機関として、情報収集・分析、対応策の企画立案・実施、リスクコミュニケー

ション等を行う。また、平時から本庁部門や地方衛生研究所等と協議し役割分担を確認する。

保健所は、管内の市町村と協議し、感染症発生時における協力について検討する。

ポイント  感染症対応における保健所業務の役割分担の明確化と、関係機関との連携を含めた体制について記載
 保健所業務に係る保健所と関係機関等との連携に係る事項について記載
 都道府県等は、健康観察や入院調整等の業務について、保健所と医療機関等の関係機関との役割分担や連携に係

る事項について、予防計画に記載すること。

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県で、感染症発生時の保健所の役割等について記載されている。

検討の具体例を示した例も複数確認できた。

16
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都道府県予防計画の分析

感染症発生時の保健所と県の役割分担(2)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

16

参考になる取組事例

有事に司令塔となる組織の設立｜YCDC（山梨県）

 山梨県では、平時から保健所・衛生研究所と連携を図りながら、有事には司令塔として機能する組織を設立。

以下のような体制のもと、機能強化を図る計画を示している。

取組3-1 YCDCの体制・機能の強化

【平時】

 感染症対策について専門的な観点から意見を聴取するため、県内の感染症専門家をYCDC専門家に任命します。

 特措法に基づく県対策本部の設置を想定した訓練を実施し、有事に備えます。

 有事に即戦力となる新型コロナ対応に従事した職員を記載したリストを作成し、有事に備えます。

【有事】

 県は、新興感染症の有事の際には、県本部体制の組織を立ち上げ、YCDCを司令塔とした新興感染症対策の企画・立案を行う体制を確保します。

 新興感染症の発生公表後の初期段階から、リストに記載された新型コロナ対応に従事した職員は、優先してYCDCの業務に従事し、YCDCの体制を

強化します。

【平時・有事】

 YCDCは、情報の収集・分析・公表、調査及び研究の推進に当たっては、保健所及び衛生環境研究所と連携を図りつつ、計画的に取り組みます。

 YCDCは、YCDC専門家と感染症に関する情報を共有し感染の流行状況の把握・分析を行い、平時又は有事における効果的な施策や取組を実行しま

す。

 YCDCは、新たな感染症が発生した場合などには、山梨県グローバル・アドバイザリー・ボード（GAB）＊から医学的・科学的な知見や最新の動向、国

内外で発生したクラスターの要因などの情報を適宜取得し、先手対応、実効性の高い対策に生かします。

 YCDCは、内閣感染症危機管理統括庁、国立感染症研究所（国立健康危機管理研究機構）等の国の関係機関と緊密に連携します。

 YCDCは、山梨大学、国立感染症研究所（国立健康危機管理研究機構）等の研究機関と連携し、感染症の流行予測＊を行う体制を整備するなど、情報

分析の高度化の取組を進めます。

 YCDCは、国内の関係機関とのネットワークを構築し、広域的な課題にも対応できる組織づくりを進めます。特に、YCDCと同様の趣旨で設置された

組織を有する都道府県等とのネットワークを構築し、感染症対策の先進的な取組を共有します。

 YCDCは、YCDC専門家によるOJT（職場教育）や研修を通じて、職員の資質の向上に努めます。

出所：山梨県ウェブサイト「山梨県感染症予防計画」
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都道府県予防計画の分析

応援人員を含む人員体制及び設備の確保(1)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の記載
（概要）

 都道府県等は、感染症の拡大を想定し、保健所における人員体制や設備等を整備する。
 都道府県等はIHEAT要員や市町村等からの応援体制を含めた人員体制、受入体制の構築のほか、資機材の確

保・備蓄、業務委託、ICTの活用などを含め、体制整備を検討する。
 都道府県等は、保健所に統括保健師等の総合的なマネジメントを担う保健師を配置する。

ポイント  関係各機関及び関係団体との連携体制を具体的に記載。
 特に、都道府県連携協議会を活用した専門職能団体や高齢者施設等関係団体との連携体制、保健所間の連携や

検疫所との連携について記載。
 また、都道府県間の連携強化を図る方法や、隣接する都道府県との連携体制などを記載

都道府県による

予防計画上の

記載状況

すべての都道府県において基本記載が記載されている。

検討の具体例を示した例も複数確認できた。

参考になる取組事例

応援人員を含む体制例（滋賀県）

感染症医療に関する専門家を広域的に把握し、緊急時に相互派遣するネットワークシステムの整備する

と記載。

17

 滋賀県では、感染症発生時に派遣される人材へ

の主な業務内容等を想定している。

出所：滋賀県ウェブサイト、「滋賀県感染症予防計画」
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都道府県予防計画の分析

応援人員を含む人員体制及び設備の確保(2)

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

参考になる取組事例（つづき）

平時と有事の体制例（滋賀県）

17

 滋賀県では、感染症発生時に派遣される人材への主な業務内容等を想定している。

出所：滋賀県ウェブサイト、「滋賀県感染症予防計画」

県は、広域的な感染症のまん延の防止の観点から、（略）必要な人員体制や設備等を整備する。特に保健所は地域の感染症対策の中核的機関であることから、
感染症発生時に迅速に有事の体制に移行できるよう、また、積極的疫学調査、健康観察業務およびリスクコミュニケーション等を中心とした感染症業務が滞
ることのないよう、平時から感染症有事に備えた業務継続計画を整備する。
さらに、感染症の拡大が予想される新興感染症の対応するため、保健所は業務のICT化を進めるとともに一元化および外部委託できる業務を県感染症対策
主管課と事前に検討して整理する。また、全国的な保健所のひっ迫等により国の方針が変更され、必要な予算が確保された場合において、県は業務を集約す
ること等の一元化や外部委託など保健所業務の体制の見直しの検討を行う。

図14 新興感染症発⽣の公表１か⽉後までの保健所の体制図 図15 新興感染症発⽣の公表１か⽉後からの保健所の体制図

39



Copyright © Mitsubishi Research Institute

都道府県予防計画の分析

その他特徴的な（参考になる）計画

１．都道府県感染症予防計画の分析 ③ 取組状況の事例整理

基本指針の項目に限定せずに、目的別に戦略を検討している自治体の例

基本理念と戦略・戦略目標の明確化

 山梨県では、予防計画策定に先立ち、基本理念に沿って目標をブレイクダウンするとともに、達成度を確認するメルクマールを設定している。

出所：山梨県ウェブサイト、「山梨県感染症予防計画」
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① 都道府県と保健所設置市の関係の整理

② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

③ 取組事例

２．保健所設置市感染症予防計画の分析
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都道府県と保健所設置市の関係の整理

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ①都道府県と政令市の関係の整理

保健所設置市の分析について、以下の分類方法及び分析仮説に従って調査を実施した。

分類方法案 分析仮説 分析の視点

１．指定都市の有無／指定

都市・中核市の数

 指定都市は独自の対策を行う例も

あるため、県と連携しつつも市独自

の対応を行うのではないか

 検査・宿泊療養・移送

民間検査会社・宿泊施設・運送会社との協

定等が求められている

概念的な「連携」のみでなく「協定締結」に

ついて、市の考え方の相違が確認可能で

あるため、協定等着目するとともに、都道

府県と保健所設置市の関係に着目して分

析を行った
２．地方衛生研究所の有無

地方衛生研究所を有しない市は、

感染症対応に県との協力関係が強

くなる傾向があるのではないか
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分類方法１： 指定都市・中核市の有無・数

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ①都道府県と政令市の関係の整理

各自治体の位置づけを分類したうえで、各区分から事例を抽出・整理した。

出所）総務省ウェブサイト「指定都市制度の概要」https : / /www.soumu.go . jp/main _content/000800218.pdf(2024/6/27閲覧）

出所）中核市市長会「中核市とは」https : / /www.chuukakush i .g r . jp/chukaku/(2024/6/27閲覧）

区分 数 数

指定都市を有
する道府県

11 指定都市
が１か所

北海道（札幌市、函館市、旭川市）

宮城県（仙台市）

埼玉県（さいたま市、川越市、川口市、越谷市）

千葉県（千葉市、船橋市、柏市）

新潟県（新潟市）

愛知県（名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市）

京都府（京都市）

兵庫県（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市）

岡山県（岡山市、倉敷市）

広島県（広島市、呉市、福山市）

熊本県（熊本市）

4 指定都市
が複数か
所

神奈川県（横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、
藤沢市、茅ケ崎市）

静岡県（静岡市、浜松市）

大阪府（大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、
枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市）

福岡県（北九州市、福岡市、久留米市）

中核市を有す
る県（指定都
市を有しない）

23 中核市が
１か所

岩手県（盛岡市） 秋田県（秋田市）

山形県（山形市） 茨城県（水戸市）

栃木県（宇都宮市） 富山県（富山市）

石川県（金沢市） 福井県（福井市）

山梨県（甲府市） 岐阜県（岐阜市）

滋賀県（大津市） 奈良県（奈良市）

和歌山県（和歌山市） 鳥取県（鳥取市）

島根県（松江市） 山口県（下関市）

香川県（高松市） 愛媛県（松山市）

高知県（高知市） 大分県（大分市）

宮崎県（宮崎市） 鹿児島県（鹿児島市）

沖縄県（那覇市）

５ 中核市が
複数個所

青森県（青森市、八戸市）

福島県（福島市、郡山市、いわき市）

群馬県（前橋市、高崎市）

長野県（長野市、松本市）

長崎県（長崎市、佐世保市）

その他政令市を有する県(1) 三重県（四日市市） 政令市を有しない県（２） 徳島県、佐賀県 特別区を有する（１） 東京都

注）指定都市：ボールド
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分類方法２： 地方衛生研究所の有無

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ①都道府県と政令市の関係の整理

地方衛生研究所の有無によって、体制が異なる。

国の基本指針では、地衛研を有していない政令市等は、都道府県の地衛研と連携することで検査体制を確保する

ことが想定されているが、保健所が検査を担う例もみられた。

政令市に地衛研がないが、保健所が検査を担うことで検査体制を確保する選択をした政令市では、市が民間検査

機関と協定を締結する計画である例が多い。

出所）総務省ウェブサイト「指定都市制度の概要」https : / /www.soumu.go . jp/main _content/000800218.pdf(2024/6/27閲覧）

出所）中核市市長会「中核市とは」https : / /www.chuukakush i .g r . jp/chukaku/(2024/6/27閲覧）

保健所設置市に地衛研あり 保健所設置市に地衛研なし

北海道（札幌市、函館市）
宮城県（仙台市）
栃木県（宇都宮市）
埼玉県（さいたま市）
千葉県（千葉市、船橋市）
神奈川県（横浜市、川崎市、相模

原市、横須賀市）
新潟県（新潟市）
石川県（金沢市）
長野県（長野市）
岐阜県（岐阜市）
静岡県（静岡市、浜松市）

愛知県（名古屋市）
京都府（京都市）
大阪府（堺市、東大阪市）
兵庫県（神戸市、姫路市、尼崎市）
和歌山県（和歌山市）
岡山県（岡山市）
広島県（広島市）
愛媛県（松山市）
福岡県（北九州市、福岡市）
長崎県（長崎市）
熊本県（熊本市）

北海道（旭川市、小樽市）
青森県（青森市、八戸市）
岩手県（盛岡市）
秋田県（秋田市）
山形県（山形市）
福島県（福島市、郡山市、いわき市）
茨城県（水戸市）
群馬県（前橋市、高崎市）
埼玉県（川越市、川口市、越谷市）
千葉県（柏市）
東京都（八王子市、町田市）
神奈川県（藤沢市、茅ヶ崎市）
富山県（富山市）
福井県（福井市）
山梨県（甲府市）
長野県（松本市）
愛知県（豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市）
三重県（四日市市）

滋賀県（大津市）
奈良県（奈良市）
大阪府（大阪市、豊中市、吹田市、高槻

市、枚方市、八尾市、寝屋川市）
兵庫県（明石市、西宮市）
鳥取県（鳥取市）
島根県（松江市）
岡山県（倉敷市）
広島県（呉市、福山市）
山口県（下関市）
香川県（高松市）
高知県（高知市）
福岡県（久留米市）
大分県（大分市）
長崎県（佐世保市）
宮崎県（宮崎市）
鹿児島県（鹿児島市）
沖縄県（那覇市）

注）指定都市：ボールド
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分析例Ⅰ:検査｜民間検査機関との協定等 (1/２）

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

検査体制については、感染症法改正によって民間検査機関との連携や協定締結等が求められている。

予防計画上、ほぼすべての市において都道府県や民間検査機関と連携するという記載があった。一方、平時から

の協定締結に踏み込んだ自治体は一部であった。各自治体の差異を比較するために、特に協定締結に絞って分

類すると、以下の４つのパターンに分類できる。

A)市が民間検査会社と協定締結

‐ 市が協定締結主体となる点を明示的に記載している例
記載例）〇〇市は、検査体制を速やかに整備できるよう民間検査機関や医療機関との協定等の準備を平時から計画的に行う

B)都道府県と連携して協定締結（市独自の可能性もある）

‐ 都道府県と連携して検査措置協定を締結する旨を記載している例
記載例）〇〇市は、県と連携し新興感染症のまん延時に備え、民間検査機関又は医療機関等との検査等措置協定等により、平時から計画的に

準備を行う。

C)府県の協定した機関と連携

‐ 県が協定締結した民間検査機関と連携する旨を記載している例
記載例）市は県が民間検査機関等と締結する協定の枠組みにおける連携について、県と協議する

D)不明

‐ 民間検査機関と「連携する」との記載はあるが、協定締結について明示的な記載なし
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分析例Ⅰ:検査｜民間検査機関との協定等(2/２）

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

市が民間検査会社との協定締結の主体となるか、検査機関との協定は都道府県が行うかについては、指定都市

か否かで、県との連携等の差異は見られなかった。

• 指定都市を含む府県等で、府県が協定を締結し、市が連携するという事例もある

• 一方、指定都市以外でも市が民間検査機関との協定締結主体となる例も多い（北海道・福島県・兵庫県等）

注）指定都市：ボールド

出所：各自治体の「感染症予防計画」を基に研究班作成。（感染症予防計画に記載されていない内容については、各自治体に確認していない点に留意が必要）

Ⅰ 市が民間検査機関と協定締結 Ⅱ 府県と連携して協定締結
（市独自協定の可能性あり）

Ⅲ 府県の協定した民間検査機関と連携

■指定都市
北海道（札幌市）
新潟県（新潟市）
兵庫県（神戸市）
岡山県（岡山市）

■指定都市
熊本県（熊本市）

■指定都市
埼玉県（さいたま市）
愛知県（名古屋市）
大阪府（大阪市、堺市）
広島県（広島市）

■指定都市以外
北海道（函館市、旭川市、小樽市）
福島県（福島市、郡山市、いわき市）
千葉県（柏市）
岐阜県（岐阜市）
奈良県（奈良市）
兵庫県（姫路市、明石市、西宮市）
岡山県（倉敷市）
山口県（下関市）
沖縄県（那覇市）

■指定都市以外
岩手県（盛岡市）
神奈川県（茅ケ崎市）
山梨県（甲府市）
長野県（長野市、松本市）
滋賀県（大津市）
愛媛県（松山市）

■指定都市以外
栃木県（宇都宮市）
神奈川県（藤沢市）
福井県（福井市）
愛知県（豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市）
大阪府（豊中市、吹田市、高槻市、東大阪市）
広島県（福山市）
福岡県（久留米市）
大分県（大分市）
長崎県（佐世保市）
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出所：各自治体の「感染症予防計画」を基に研究班作成。（感染症予防計画に記載されていない内容については、各自治体に確認していない点に留意が必要）

分析例Ⅰ: 検査｜予防計画の記載例

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

 基本指針においては、地方衛生研究所を有していない保健所設置市は都道府県と連携することが想定されていたが、保健所が検

査を担う計画をしている保健所設置市も多い。

A)市が民間検査会社と協定締結

‐ 市が協定締結主体となる点を明示的に記載している例

都道府県
名

保健所設置市 予防計画の記載概要（抜粋） ⺠間検査機関
との協定

保健所が検査
を対応

政令市に
衛研あり

北海道 札幌市
（指定都市）

• 札幌市は、病原体等に関する情報の収集に当たっては、医師会等の専⾨職能団体及び⺠間検査機関等と⼗分
に連携を図るものとする。

• 札幌市衛⽣研究所は、⼀類感染症の病原体等に関する検査について、その検査能⼒に応じて国⽴感染症研究
所、他の都道府県等の衛⽣研究所等と連携を図りながら、迅速かつ的確に実施するものとする。

● ー ●

北海道 函館市

• 本市は，新興感染症のまん延時に備え，検査体制を速やかに整備できるよう，⺠間検査機関等との検査等措
置協定等により，平時から計画的に準備を⾏います。

• 具体的には，感染初期は，北海道⽴衛⽣研究所が検査を実施し，感染拡⼤の状況により，必要に応じて北海
道⽴衛⽣研究所の技術的⽀援のもと，衛⽣試験所において検査を実施します。

● ー ●

北海道
旭川市／
⼩樽市
※

• 市は，新興感染症のまん延時に備え，検査体制を速やかに整備できるよう，⺠間検査機関⼜は医療機関との
検査等措置協定等により，平時から計画的に準備を⾏うものとする。

• 市保健所は，新興感染症の発⽣初期において検査を担うことを想定し，〜。また，国⽴感染症研究所の検査
⼿法を活⽤して検査実務を⾏うほか，道等の地⽅衛⽣研究所等と連携して，迅速かつ適確に検査を実施する
ものとする

● ● ー

福島県
福島市／
郡⼭市
※

• 市は、県と連携し新興感染症のまん延時に備え、病原体等の検査体制を速やかに整備できるよう、⺠間検査
機関⼜は医療機関等との検査等措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏います。

• 保健所は、新興感染症の発⽣初期において検査を担うことを想定し、〜。また、国⽴感染症研究所の検査⼿
法を活⽤して検査実務を⾏うほか、県や衛⽣研究所等と連携して、迅速かつ的確に検査を実施します。

● ● ー

福島県 いわき市 • 市は県と連携し、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、⺠間検査機関⼜は医
療機関との検査等措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏う。 ● ー ー

千葉県 柏市
• 市における病原体等の検査の推進

〜新興感染症のまん延時に備え，検査体制を速やかに整備できるよう，⺠間検査機関または医療機関との検
査措置協定等により，平時から計画的に準備を⾏う。

● ー ー

新潟県 新潟市
（指定都市）

• 市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、市⻑と⺠間検査機関等との検査
等措置協定等により、平時から計画的な準備に努める。 ● ー ●

岐⾩県 岐⾩市 • 市における⽅策 〜⺠間検査機関等との検査等措置協定等の締結 ● ー ●
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出所：各自治体の「感染症予防計画」を基に研究班作成。（感染症予防計画に記載されていない内容については、各自治体に確認していない点に留意が必要）

分析例Ⅰ: 検査｜予防計画の記載例

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

都道府県
名

保健所設置市 予防計画の記載概要（抜粋） ⺠間検査機関
との協定

保健所が検査
を対応

政令市に
衛研あり

奈良県 奈良市

• 市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、市と⺠間検査機関との検査等措
置協定等により、平時から計画的に準備を⾏う。

• 保健所は、新興感染症の発⽣初期において検査を担うことを想定し、平時からの研修や実践的な訓練の実施、
検査機器等の設備の整備、検査試薬等の物品の確保等を通じ、⾃らの試験検査機能の向上に努 める。また、
国⽴感染症研究所 や県保健研究センターと連携を図りながら検査実務を⾏う。

● ● ー

兵庫県 神⼾市
（指定都市）

• 市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、市と⺠間検査機関との検査等措
置協定等により、平時から準備を⾏う。 ● ー ●

兵庫県 ⻄宮市
• 今後 、新興感染症が発⽣した際に、⺠間検査機関等においても迅速に検査が実施されるよう、市と⺠間検

査機関等の間で協定を締結し、新興感染症発⽣時における検査の実施能⼒を確保する。
• 保健所は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、県や⺠間検査機関等との検

査等措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏う。
● ● ー

兵庫県 姫路市 • 市は、新興感染症等のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、県や⺠間検査機関等との検査
等措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏うこととする。 ● ー ●

兵庫県 明⽯市 • 市は、新興感染症等のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、市と⺠間検査機関等との検査
等措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏う。 ● ー ー

岡⼭県 岡⼭市
（指定都市）

• 市は、新興感染症等のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、 市⻑と⺠間検査機関 または
医療機関 との検査等措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏う。 ● ー ●

岡⼭県 倉敷市 • 市は 、新興感染症等のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるように 、⺠間検査機関⼜は医療機
関との検査等措置協定を締結する等 により、平時から計画的に準備を⾏う。 ● ー ー

⼭⼝県 下関市

• 新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、⺠間検査機関や医療機関との検査措置
協定等により、平時から計画的な体制整備を図ります。

• ⼆類〜五類感染症及び新興感染症の病原体等の検査については、保健所が、⼈体から検出される病原体及び
⽔、環境⼜は動物に由来する病原体等の検出が可能となるよう、法に定める精度管理や研修の実施、検査機
器の保守管理を⾏いつつ、⾃らの検査能⼒に応じて、県環境保健センター等と連携し、迅速かつ的確に実施
していきます。

● ● ー

沖縄県 那覇市 • 市は、新興感染症等のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、市⻑と⺠間検査機関⼜は医療
機関との検査等措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏うこととする。 ● ー ー

A）市が民間検査会社と協定締結（つづき）

Copyright © Mitsubishi Research Institute

分析例Ⅰ: 検査｜予防計画の記載例

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

B) 都道府県と連携して協定締結（市独自の可能性もある）

記載例）〇〇市は、検査体制を速やかに整備できるよう民間検査機関や医療機関との協定等の準備を平時から計画的に行う

都道府県名 保健所設置市 予防計画の記載概要（抜粋） ⺠間検査機
関との協定

保健所の主
体的な検査

政令市に
衛研あり

岩⼿県 盛岡市 • 市は、新興感染症の発⽣及びまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、県と連携し、⺠間
検査機関⼜は医療機関との検査等措置協定により、平時から計画的に準備する。 ● ー ー

神奈川県 茅ケ崎市 • 本市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、県と連携し、⺠間検査機
関⼜は医療機関との検査等措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏います。 ● ー ー

⼭梨県 甲府市 • 〜まん延が想定される新興感染症が発⽣した際には、流⾏初期の段階から円滑に検査が実施できるよう、
平時から 県及び⺠間の検査機関等と連携を図ります。

• 新興感染症のまん延時に備え、 平時から県と連携し⺠間検査機関⼜は医療機関との検査措置協定の締結
を進め、検査体制を整備します

● ー ー

⻑野県 ⻑野市 • 新興感染症のまん延時に検査体制を速やかに整備できるよう、県と連携し、⺠間検査機関、医療機関と
の検査等措置協定等により平時から計画的に準備を⾏う。

• 〜環境衛⽣試験所における病原体等の検査体制等を整備し、管理する
● ー ●

⻑野県 松本市 • 新興感染症のまん延時に検査が速やかに実施できるよう、県の環境保全研究所と連携するとともに、⺠
間検査機関及び医療機関と病原体検査の実施に係る協定を締結します。

• 本市では独⾃の検査施設を有していないため、県の環境保全研究所等の⾏政検査機関及び⺠間等の検査
機関に委託し検査を実施しています。

● ー ー

滋賀県 ⼤津市 • 本市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、 法第36 条の 6 第 1 項に
基づく検査等措置協定を滋賀県及び⺠間検査機関との三者により締結する。

• 保健所は、 流⾏初期から濃厚接触者 10の検体採取を実施するほか、必要に応じて医療機関に検体提出
等を求める等、⾏政検査を実施する。

● ●
ー

愛媛県 松⼭市 • 市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、県と共に⺠間検査機関⼜は
医療機関との検査等措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏う。

• 保健所は、新興感染症の発⽣初期において検査を担うことを想定し、平時からの研修や実践的な訓練の
実施、検査機器等の設備の整備、検査試薬等の物品の確保等を通じ、⾃らの試験検査機能の向上に努め
るとともに、地域の検査機関の資質の向上と精度管理に向けて、積極的な情報の収集及び提供や技術的
指導を⾏い、質の向上を図る。また、国⽴感染症研究所の検査⼿法を活⽤して検査実務を⾏うほか、他
の都道府県等の地⽅衛⽣研究所等と協⼒、連携し必要な対応を⾏う。

● ● ●

熊本県 熊本市
（指定都市）

• また、新興感染症が発⽣した場合などの有事に備え、熊本市環境総合センターの職員のみで対応できな
い場合を想定し、庁内関係部署、熊本県、⼤学や⺠間検査機関等と協定を締結するなど、ネットワーク
づくりに取り組みます。

● ー ●

出所：各自治体の「感染症予防計画」を基に研究班作成。（感染症予防計画に記載されていない内容については、各自治体に確認していない点に留意が必要）
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分析例Ⅰ: 検査｜予防計画の記載例

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

C)府県の協定した機関と連携

県が協定締結した民間検査機関と連携する旨を記載している例

都道府県名 保健所設置市 予防計画の記載概要（抜粋） ⺠間検査機
関との協定

保健所の主
体的な検査

政令市に
衛研あり

栃⽊県 宇都宮市 • なお，市は，新興感染症の発⽣及びまん延時に病原体等の検査を実施するに当たっては 県が検査措置協
定の締結により確保した体制等により， 以下 のとおり対応する。 ● ー ●

埼⽟県 さいたま市
（指定都市）

• 〜市は県が⺠間検査機関等と締結する協定の枠組みにおける連携について県と協議する。 ● ー ●

神奈川県

藤沢市 • 本市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、県が締結する⺠間検査機
関⼜は医療機関との検査等措置協定等に基づき、平時から計画的に準備を⾏う。

• 保健所は、新興感染症の発⽣初期において検査を担うことを想定し、平時からの研修や実践的な訓練の
実施、検査機器等の設備の整備、検査試薬等の物品の確保等、⾃らの試験検査機能の向上に努める。ま
た、国⽴感染症研究所、衛⽣研究所の検査⼿法を活⽤して検査実務を⾏うほか、県や衛⽣研究所と連携
して、迅速かつ的確に検査を実施する。

● ● ー

福井県 福井市 • 保健所等で採取された検体搬送については、保健所が衛⽣環境研究センターや県と検査措置協定を締結
した⺠間検査機関へ搬送する。

• 市は、感染症対策の技術的かつ専⾨的な機関である衛⽣環境研究センターと連携し、検査の実施能⼒を
確保し、迅速かつ的確に対応できる体制の整備に努める。

● ー ー

愛知県 名古屋市
（指定都市）

• 市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、県が⺠間の検査機関や医療
機関と締結する検査措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏う。 ● ー ●

愛知県
⼀宮市/岡崎
市/豊橋市/豊
⽥市

• 改正感染症法により、新興感染症発⽣時の検査体制を確保するため、県と⺠間検査機関⼜は医療機関と
の間で検査等措置協定を締結することとなった。 ● ー ー

⼤阪府 ⼤阪市 • なお、医療機関及び⺠間検査機関の検査能⼒については、府において医療措置協定や検査措置協定を締
結することで、第⼆種協定指定医療機関（発熱外来）の対応可能⼈数以上を確保する。 ● ● ●

⼤阪府 堺市/東⼤阪
市

• 市は、新興感染症への対応において、検査体制を速やかに整備できるよう、⼤阪府が平時から⾏う⺠間
検査機関及び医療機関との検査措置協定も踏まえつつ、必要となる検査の実施体制を関係機関と連携し、
整備する。

● ー ●

⼤阪府 吹⽥市/⾼槻
市/豊中市

• 府は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、⺠間検査機関⼜は医療機関
との検査措置協定を締結する。 ● ー ー

出所：各自治体の「感染症予防計画」を基に研究班作成。（感染症予防計画に記載されていない内容については、各自治体に確認していない点に留意が必要）
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分析例Ⅰ: 検査｜予防計画の記載例

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

C)府県の協定した機関と連携

記載例）市は県が民間検査機関等と締結する協定の枠組みにおける連携について、県と協議する

都道府県名 保健所設置市 予防計画の記載概要（抜粋） ⺠間検査機
関との協定

保健所の主
体的な検査

政令市に
衛研あり

広島県 広島市
• また、県と共に ⺠間の検査機関等との連携を推進することにより、検査体制の強化を図り、有事には 感

染症法第 36 条の 6 の規定に基づき県が締結する⺠間検査機関等との協定に沿って、 検査体制を速やか
に整備する。

● ー ●

広島県 福⼭市/久留
⽶市

• 市は，新興感染症の発⽣及びまん延時に備えて，感染症法第３６条の６の規定に基づき県が⾏う⺠間検
査機関⼜は医療機関との検査等措置協定の締結に協⼒し，〜。

• 市は，保健所の検査部⾨が新興感染症の検査を担うことを想定し，県保健環境センターと連携して，平
時からの研修や実践的な訓練を実施し，検査機器等の設備の整備，検査試薬等の物品の確保等を通じて，
〜。

● ● ー

⻑崎県 佐世保市 • 市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、県が医療機関や⺠間検査機
関等と締結する検査等措置協定等により、平時から計画的に準備を⾏う。 ● ー ー

⼤分県 ⼤分市

• 県は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、⼤学等の研究機関、感染症
指定医療機関、⼀般医療機関、⺠間検査機関との検査措置協定等に基づき、平時から計画的に準備を⾏
います。

• 本市保健所は、発⽣初期以降の検査を担うことを想定し、平時からの研修や実践的な訓練の実施、検査
機器等の設備の整備、検査試薬等の物品、その他検査体制の確保等を通じ、試験検査機能の向上を図り
ます。また、県衛⽣環境研究センターから技術指導を受けるとともに、各種情報の共有に努めます。

● ● ー

出所：各自治体の「感染症予防計画」を基に研究班作成。（感染症予防計画に記載されていない内容については、各自治体に確認していない点に留意が必要）
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分析例Ⅱ：宿泊療養施設(1/2）

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

宿泊療養施設については、保健所設置市の目標設定が任意であるため、明示的な記載がない自治体が多い。

例）民間の宿泊療養施設との連携・協定等について記載があった保健所設置市は27か所(約３割）

具体的には以下の３つのパターンに分類できる。

A)市が民間施設と協定締結

‐ 記載例）

〇〇市は、医療体制のひっ迫に備え、円滑に宿泊施設を立ち上げられるよう、平時から宿泊業者等と協定を締結すること等により宿泊施設を

確保する

B)都道府県が協定締結する民間施設と連携・運営

‐ 記載例）

県が、民間宿泊業者等と感染症の発生及びまん延時の宿泊療養の実施に関する検査等措置協定を締結すること等により、平時から宿泊施設

の確保を行うことから、県と協議を行い、連携を図る。

‐ 宿泊施設については、県が民間宿泊業者等と協定を締結して確保する予定であり、市は、県連携協議会等を活用して、その体制整備の協議等

に協力する。

C)不明（協定締結について明示的な記載なし）

‐ 宿泊施設に関して明示的な記載がない
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分析例Ⅱ：宿泊療養施設

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

保健所設置市の宿泊療養施設の設置数についての目標設定は任意のため、協定締結等について明示的な記載が

ない自治体が多い。（記載があった保健所設置市は27か所(約３割））

記載があった保健所設置市のうち、民間施設との協定締結の主体となる点を明示的に記載しているのは２か所。

その他の保健所設置市は、「県が確保する施設について連携し、運営面で協力する」という方針であった。

A）市が民間施設を確保・協定締結 B）県が協定締結する民間施設と連携・運営協力 C）不明（協定締結について明示的
な記載なし）

■指定都市
北海道（札幌市）
兵庫県（神戸市）
愛知県（名古屋市）※
※市が宿泊施設を確保する場合は県と協議する

■指定都市
宮城県（仙台市）

千葉県（千葉市）

神奈川県（川崎市、相模原市）

（民間宿泊施設の目標設定は任意項
目のため省略）

■指定都市以外
－

■指定都市以外
福島県（いわき市）
東京都（八王子市）
神奈川県（横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市）

山梨県（甲府市）

長野県（長野市）
三重県（四日市市）
滋賀県（大津市）

大阪府（堺市、豊中市、高槻市、枚方市、寝屋川市）

兵庫県（姫路市、尼崎市、西宮市）
奈良県（奈良市）
広島県（福山市）
長崎県（佐世保市）
鹿児島県（鹿児島市）

注）指定都市：ボールド
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分析例Ⅱ：（参考）予防計画の記載例

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

 基本指針においては、民間宿泊業者等と措置協定を締結すること等により平時から宿泊施設の確保を行うことを示している。

一方（法第10条2項の6）に示す宿泊施設の目標設定については、保健所設置市は任意となっている。

このため、宿泊施設との協定は都道府県が主体となり、市はそれに協力するという役割分担が多いと考えられる。

都道府県 市 予防計画の記載 市が宿泊施設と
協定

協定を締結する県
と連携・協⼒

北海道 札幌市 札幌市は、医療体制のひっ迫に備え、円滑に宿泊施設を⽴ち上げられるよう、平時から宿泊業者等と協定を締結すること
等により宿泊施設を確保する

● ー

兵庫県 神⼾市 市は、⺠間宿泊業者等と感染症の発⽣及びまん延時の宿泊療養の実施に関する措置協定を締結することにより、平時から
宿泊療養施設の確保を⾏う。

● ー

宮城県 仙台市 宮城県が、⺠間宿泊業者等と感染症の発⽣及びまん延時の宿泊療養の実施に関する検査等措置協定を締結すること等によ
り、平時から宿泊施設の確保を⾏うことから、宮城県と協議を⾏い、連携を図る。

ー ●

神奈川県 相模原市、
横須賀市等

本市は、平時から宿泊施設と協定を締結する県と連携を図ります。 ー ●

広島県 福⼭市 宿泊施設については、感染症法第４４条の３及び５０条の２の規定に基づき、県が⺠間宿泊業者等と協定を締結して確保
する予定であり、市は、県連携協議会等を活⽤して、その体制整備の協議等に協⼒します。

ー ●

⿅児島県 ⿅児島市 市は、感染症の発⽣及びまん延時の⺠間宿泊業者等との宿泊療養の実施に関する検査等措置協定の締結など、県が⾏う宿
泊施設の確保に協⼒します。

ー ●

【基本指針の記載】
第十 宿泊施設の確保に関する事項 一 宿泊施設の確保に関する事項の基本的な考え方
（略）都道府県等は、自宅療養者等の家庭内感染等や医療体制のひっ迫を防ぐ等の観点から（略）、宿泊施設の体制を整備できるよう、地域の実情に応じて、都道府県
連携協議会等を活用し、関係者や関係機関と協議の上、平時から計画的な準備を行うことが重要である。
三 都道府県等における宿泊施設の確保に関する事項の方策
都道府県等は、民間宿泊業者等と感染症の発生及びまん延時の宿泊療養の実施に関する検査等措置協定を締結すること等により、平時から宿泊施設の確保を行う
とともに、感染症発生初期に民間宿泊業者の協力を得られないことが見込まれる場合は、公的施設の活用を併せて検討する。
四 関係各機関及び関係団体との連携
都道府県等は、検査等措置協定を締結する宿泊施設等との円滑な連携を図るために、地域の実情に応じて、都道府県連携協議会等を活用することが望ましい。

出所：各自治体の「感染症予防計画」を基に研究班作成。（感染症予防計画に記載されていない内容については、各自治体に確認していない点に留意が必要）
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分析例Ⅲ: 移送体制等

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

移送体制については基本指針においては、以下のポイントが示されているが、大多数の保健所設置市の予防計画

にこれらの計画が記載されている。

新興感染症に限らず、平時から二類感染症等の対応として、連携や業務委託を行っていることが連携が継続され

ている要因であるとも考えられる

基本指針に示されている
ポイント

概要

A:消防機関との連携・協定締結 • すべての保健所設置市の予防計画に記載されている

B:民間事業者への業務委託
• ９割以上の保健所設置市の予防計画に記載されている
• 新型コロナ時に実際に業務委託をした自治体が多いほか、平時においても感染症発生時の移送に民間移送

事業者や民間救急との連携・事業委託を行っている例がある

C：移送に必要な車両の確保
• ９割以上の保健所設置市の予防計画に記載されている
• 車両の確保の代替として、民間事業者への業務委託を挙げる例もある

D：高齢者施設等との関係団体
等との連携

• ７割以上の保健所設置市の予防計画に記載されている

E：平時からの移送訓練・演習 • すべての保健所設置市の予防計画に記載されている
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分析例Ⅲ:移送体制 （参考）基本指針の記載例

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

基本指針に記載された以下のポイントについては、大多数の保健所設置市の予防計画に記載されている。

概要 記入例

A:消防機関との連
携・協定締結

• 消防機関との連携はすべての自治体で実施
されているが、独自の計画として、他の機関
（警察・医療機関等）も含めて移送協力を求
める例もあった。

• 【記載例】感染症が集団発生した場合又は緊急を要する場合等やむを得ないと認め
られるときは、県や関係市町村、消防機関及び医療機関等に対して、感染症の患者
等の移送について協力を求める。【青森県（青森市）】

B:民間事業者への
業務委託

• 民間事業者への業務委託は大多数の市治体
で想定されているが、独自の計画として、交
通事業者や福祉サービス事業者も含めて移
送協力を求める例もあった。

• 【記載例】（移送に該当しない感染者等の移動について）自ら移動手段を持たない方
等の移動については、病原体の特性や感染状況、国の方針を踏まえ、交通事業者、宿
泊業者、福祉サービス事業者による移動手段が確保できる【長野県（長野市）】

• （自宅から宿泊施設への移送について）民間事業者への委託は県が行い、市は必要
に応じてその経費等を負担する。【岐阜県（岐阜市）】

C：移送に必要な
車両の確保

• 必要な車両を確保するとともに、県や他の
保健所設置市と相互利用できる体制につい
て示している例があった。（広島県の保健所
設置市３市が類似の記載）

【事例】（略）必要な車両を確保するとともに、必要に応じて市が所有する患者移送車
両を県や他の保健所設置市と相互に使用できる体制や民間移送機関又は民間救
急等への業務委託等の体制を検討します。【広島県（福山市、広島市、呉市）】
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分析例Ⅲ :移送体制 （参考）基本指針の記載

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

【基本指針の記載】
第七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項

一 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する考え方
都道府県知事又は保健所設置市等の長が入院を勧告した患者又は入院させた患者の医療機関への移送は、都道府県知事又は保健所設置市等の長が行う業務とさ
れているが、その体制の確保に当たっては、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の発生及びまん延時に積極的疫学調査等
も担う保健所のみでは対応が困難な場合において、地方公共団体内における役割分担や、消防機関との連携、民間事業者等への業務委託等を図ることが重要であ
る。

二 国における感染症の患者の移送のための体制の確保の方策
国は、新感染症の所見がある者の移送については、都道府県等に積極的に協力することが重要である。また、感染症の特性に応じた移送に係る考え方等を示し、都
道府県等が円滑に移送体制を構築できるように支援することが重要である。

三 都道府県等における感染症の患者の移送のための体制の確保の方策
1 感染症の患者の移送について、平時から地方公共団体内で連携し、役割分担、人員体制の整備を図ることが重要である。
2 都道府県連携協議会等を通じ、消防機関と連携し、感染症の患者の病状を踏まえた移送の対象及び感染症の特性を踏まえた安全な移送体制の確保について、地
域の救急搬送体制の確保の観点にも十分留意して役割分担を協議し、協定を締結しておくことが重要である。
3 一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の発生に備え、移送に必要な車両の確保、民間移送機関や民間救急等との役割分
担をあらかじめ決めておくことが望ましい。また、高齢者施設等に入所しており配慮を必要とする方の移送については高齢者施設等の関係団体等とも連携し、移送
の際の留意事項を含めて協議することが重要である。
4 都道府県等の区域を越えた移送が必要な緊急時における対応方法について、あらかじめ協議をすること。
5 一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は疑似症患者並びに新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にか
かっていると疑うに足りる正当な理由がある者の発生に備え、平時から、関係者を含めた移送訓練や演習等を定期的に計画し、実施することが望ましい。

四 関係各機関及び関係団体との連携
法第二十一条(法第二十六条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は法第四十七条の規定による移送を行うに当たり、保健所等との協定に基づき消
防機関と連携する場合には、第十二の三の4の入院調整体制の構築等により、円滑な移送が行われるよう努めること。また、平時から消防機関に対して医療機関の
受入体制の情報を共有する枠組みの整備が重要である。
さらに、消防機関が傷病者を搬送した後、当該傷病者が、法第十二条第一項第一号等に規定する患者等であると医療機関が判断した場合には、医療機関から消防機
関に対して、当該感染症等に関し適切に情報等を提供することが重要である。
五 予防計画を策定するに当たっての留意点
予防計画において移送のための体制確保について定めるに当たっては、一から四までの事項を踏まえるとともに、特に、次に掲げる事項について規定することが望
ましい。
1 移送に係る人員体制に係る事項
2 消防機関との役割分担及び連携並びに民間事業者等への業務委託に係る事項
3 新興感染症発生時の移送体制に係る事項
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まとめ

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ② 保健所設置市予防計画の特徴の抽出

予防計画の特徴別の分析について、特に以下の３項目別に分析を行った。

区分 分析仮説

A：検査体制について

 検査体制確保のため、民間検査機関等との連携や協定締結等が求められている。

連携についてはほぼ全ての予防計画に記載がある一方、協定締結の記載は一部であった。
 市独自の協定締結の有無には都市の規模（指定都市か否か）よりも、地衛研の有無によって

差異が確認された。
 地衛研のない自治体においては、地衛研との連携のほか、保健所が一義的に検査体制を担

う役割分担とする自治体も一定数確認された。その場合、より積極的に民間検査機関との

協定締結に取り組む傾向にあった。

B：宿泊療養施設に

ついて

保健所設置市の宿泊療養施設の設置数についての目標設定は任意のため、協定締結等に

ついて明示的な記載がない自治体が多い。（記載があった保健所設置市は約３割）

そのうち、市が宿泊療養施設の確保を行う旨を明示的に記載しているのは指定都市の２か

所のみであり、現時点では多くの自治体において協定締結の動きは明確には確認できな

かった。

Ｃ：移送について

移送については、基本指針上、消防機関との連携・民間事業者への業務委託・車両の確保・

平時からの訓練・演習等の実施項目が記載されているが、これらの項目について、９割以上

の自治体において明示的に記載されている。

民間事業者への業務委託については、平時の感染症患者の移送について民間救急を含め

業務委託を行っている自治体が多いことが推察された。緊急時についての明示的な委託協

定については記載されていない例も多いが、平時からの委託業者との連携と訓練実施によ

り、緊急時の対応が検討されることが期待される。
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政令指定都市：複数個所

大阪府／堺市・東大阪市

大阪府の

基本情報
（人口）

８７８万人

 県型保健所：９か所

市型保健所：９か所（大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市、寝屋川市、吹田市）
 衛生研究所：３か所（地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所[大阪市]、堺市衛生研究所、東大阪市環境

衛生検査センター）

堺市 ８２万人  保健所：堺市保健所  衛生研究所：堺市衛生研究所

東大阪市 48万人  保健所：東大阪市保健所  衛生研究所：東大阪市環境衛生検査センター

参考になる取組事例

患者情報の一元化（大阪府、堺市、東大阪市）

 一類感染症及び新興感染症については、「大阪府・保健所設置市等

感染症連携会議」等を通じて、公表内容について協議の上、府で一

元的に公表する

民間検査会社との検査措置協定（大阪府）

 新興感染症の発生及びまん延時における民間検査機関及び医療機

関での検査体制は、大阪府が平時から検査措置協定を締結して確

保する。

【大阪府感染症予防計画 （第６版）令和６年３月大阪府 P21】

特に、府は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、

民間検査機関又は医療機関との検査措置協定により、平時から計画的に準備する。

【堺市感染症予防計画［初版］令和6年3月（2024年3月）堺市 P18】

また、市は、新興感染症への対応において、検査体制を速やかに整備できるよう、

大阪府が平時から行う民間検査機関及び医療機関との検査措置協定も踏まえつ

つ、必要となる検査の実施体制を関係機関と連携し、整備する。

【東大阪市感染症予防計画 令和６年４月東大阪市P20】

特に、市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、

府が検査措置協定を締結した民間検査機関又は医療機関との検査措置協定を確

認する等、平時から計画的に準備する。

 市は大阪府が平時に締結している民間検査会社との検査措置協定

を踏まえつつ準備し、市としても必要な準備を行う。

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ③ 取組事例
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政令指定都市：１か所

広島県／広島市

広島県の

基本情報
（人口）

275万人

 県型保健所：5か所

市型保健所：3か所（広島市、呉市、福山市）
 衛生研究所：2か所（広島県立総合技術研究所保健環境センター、広島市衛生研究所）

広島市 118万人  保健所：広島市保健所  衛生研究所：広島市衛生研究所

参考になる取組事例

感染症情報の連携（広島県）

 広島市では、国の感染症情報システムに報告するとともに、広島県感染

症・疾病管理センターに情報集約している

県と連携した高齢者施設対応（広島市）

 広島市では、高齢者施設等には県と連携し「広島県感染症医療支援チー

ム」等の派遣を要請することを計画している

【広島市感染症予防計画 （第１版）令和６年３月広島市 P20】

【具体的取組】

(1) 平時からの高齢者施設、事業所等に対する感染対策の指導等

高齢者施設や障害者施設等に対し、感染症対策部門は施設所管課と連携して平時

からゾーニング等の感染対策に関する指導等を行い、施設におけるクラスターの

発生に備える。

(2)医療人材派遣等の支援制度の活用

高齢者施設や障害者施設等に感染症対策に関する専門的な支援が必要な場合は、

県に「広島県感染症医療支援チーム」等の派遣を要請し、当該支援チームと協働し

て、施設内における感染拡大防止に努める。

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ③ 取組事例
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政令指定都市：なし

中核市：１か所
山口県／下関市

山口県の

基本情報
（人口）

130万人

 県型保健所：8か所

市型保健所：1か所（下関市）
 衛生研究所：1か所（山口県環境保健センター）

下関市 25万人  保健所：下関市保健所  衛生研究所：無し

特記事項  患者情報・病原田医情報の分析結果を県と保健所設置市が連携して実施することとしている。

参考になる取組事例

県の保健所設置市への支援（山口県、下関市）

 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたと

きから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公

表等が行われるまでの間、山口県は、情報集約、地方公共団体間調

整、業務の一元化等により、保健所設置の下関市への支援に取り

組む。

患者情報・病原体情報の分析結果公表連携（山口県、下関市）

 下関市は患者情報及び病原体情報の分析結果を県と連携し公表す

ることになっている。

【山口県感染症予防計画令和６年(2024年)３月山口県 P3】

県は、平時から、感染症対応が可能な専門職を含む人材の確保、国及び他の地方

公共団体等への人材派遣、国及び他の地方公共団体からの人材の受入れ等に関

する体制を構築するとともに、法第36条の２第１項に規定する、新型インフルエン

ザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染

症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間（以下「新興感染症発

生等公表期間」という。）には、情報集約、地方公共団体間調整、業務の一元化等に

より、保健所設置市の下関市への支援に取り組みます。

【下関市感染症予防計画(最終案)令和６年(2024年)２月下関市 P12】

３ 総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び公表のための体制

感染症の病原体等に関する情報の収集、分析及び公表は、患者に関する情報とと

もに、感染症発生動向調査のいわば車の両輪として位置づけられています。その

ため、患者情報及び病原体情報の分析結果を県と連携し公表していきます。

【山口県感染症予防計画令和６年(2024年)３月山口県 P11】

なお、患者情報等の公表は、県民に情報を公表することによって達成する行政

目的及び県民の利益と、非公開とすることによって保護する個人情報等とを比較

衡量しつつ、県及び下関市が、相互に連携して実施します。

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ③ 取組事例
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政令指定都市：なし

中核市：複数個所
長崎県／長崎市・佐世保市

長崎県の

基本情報
（人口）

129万人

 県型保健所：8か所

市型保健所：２か所（長崎市、佐世保市）
 衛生研究所：2か所（長崎県環境保健研究センター、長崎市保健環境試験所）

長崎市 40万人  保健所：長崎市保健所  衛生研究所：長崎市保健環境試験所

佐世保市 24万人  保健所：佐世保市保健所  衛生研究所：無し

特記事項  県および市は広域での対応に備え、九州・山口九県感染症関係機関連絡会議等を通じて平時から連携する計画としている。

参考になる取組事例

市の区域を越えた移送が必要な緊急時における対応方法（長

崎県、佐世保市、長崎市）

 市の区域を越えた移送が必要な緊急時における対応方法について、

県が策定した「新型コロナウイルス感染症に係る広域救急搬送マ

ニュアル」を踏まえて協議する。

九州・山口九県感染症関係機関連絡会議等（長崎県、佐世保市、

長崎市）

 県および市は広域での対応に備え、九州・山口九県感染症関係機

関連絡会議等を通じて平時から連携する。

【長崎市感染症予防計画 令和６年３月長崎市 P15】

【佐世保市感染症予防計画 令和６年３月 佐世保市 P16】

市の区域等を越えた移送が必要な緊急時における対応方法について、県が策定し

た「新型コロナウイルス感染症に係る広域救急搬送マニュアル」を踏まえて協議す

る。

【感染症の予防のための施策の実施に関する計画（長崎県感染症予防計画）令和６

年３月長崎県福祉保健部 P26】

都道府県、保健所設置市等の区域を越えた移送が必要な緊急時における対応方

法について、新型コロナウイルス感染症に係る広域救急搬送マニュアルを踏まえて

協議する。

【感染症の予防のための施策の実施に関する計画（長崎県感染症予防計画）令和６

年３月長崎県福祉保健部 P8】

県は、広域での対応に備え、国や隣接する都道府県と、九州・山口九県感染症関係

機関連絡会議等を通じて平時から連携しておく。

【長崎市感染症予防計画 令和６年３月長崎市 P7】

広域での対応に備え、九州・山口九県感染症関係機関連絡会議等を通じて平時か

ら連携しておく。

【佐世保市感染症予防計画 令和６年３月 佐世保市 P8】

市は、広域での対応に備え、九州・山口九県感染症関係機関連絡会議等を通じて

平時から連携しておく。

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ③ 取組事例
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政令指定都市：１か所

新潟県／新潟市

新潟県の

基本情報
（人口）

214万人

 県型保健所：12か所

市型保健所：１か所（新潟市）
 衛生研究所：2か所（新潟県保健環境科学研究所、新潟市衛生環境研究所）

新潟市 77万人  保健所：新潟市保健所  衛生研究所：新潟市衛生環境研究所

特記事項
 新型コロナ対応として新潟県・新潟市及び関係機関を含めた「オール新潟」で対応し、全国と比較し、感染率・死亡率を低く

抑えられた点が評価されている。

参考になる取組事例

新型コロナの「オール新潟」対応を継承（新潟県／新潟市）

 新潟県では、新型コロナ発生時、新潟県・新潟市の他、医療機関や

関係機関・団体等を含め、関係者が連携して対応した成功事例のも

と、予防計画においても各々「オール新潟」の方針を示している。

民間事業者への委託等についても県と市で連携
（新潟県／新潟市）

 新潟県／新潟市では、外出自粛対象者の生活支援について、新潟

県、新潟市が連携して民間事業者への委託を行う予定が示されて

いる。

【新潟県感染症予防計画 令和６年4月改訂 新潟県 P1-2】

２ 新興感染症への基本的な対応方針（抄）
(1) 新型コロナウイルス感染症における「オール新潟」による対応
本県においては、新型コロナウイルス感染症に対して、県民や事業者をはじめ、
国、市町村、専門家、医療機関、入院外療養者の受入施設、関係機関及び関係団体
等が一体となって、感染拡大防止対策の実施、医療提供体制の整備及び新型コロ
ナウイルスワクチン接種の推進などに取り組んできた。
県では、この時の体制を総じて「オール新潟」と称しているが、こうした取組の
結果、全国の中でも相対的に感染率や死亡率を抑えることができた。
(2)基本となる事前の想定及び目指す姿（抄）
このため、本計画では、まずは新型コロナウイルス感染症相当の感染症の発生を
想定して、県民の生命・健康を守るため、次の新興感染症発生の初期段階から、よ
り迅速に、より効果的に、「オール新潟」で対応できるよう備えることを目指す。

【新潟市感染症予防計画 令和６年３月 新潟市 P18】

■外出自粛対象者の療養生活の環境整備の方策（抄）
(2)市は新潟県と連携して、新潟県が設置する宿泊施設の運営に係る体制確保の
方策を平時から検討し、宿泊施設運営業務マニュアル等を整備する。また、感染症
の発生及びまん延時には、医療体制の状況を踏まえつつ、迅速に職員、資機材等
を確保する等、円滑な宿泊施設の運営体制の構築及び実施を図る。宿泊施設には
健康観察を行う看護職員と生活支援を行う事務職員を配置し、新潟県庁にも連絡
調整を行う職員を配置するなど、安心して療養できる体制を構築する。
(3)市は、外出自粛対象者が外出しなくとも生活できるようにするため、新潟県と
連携して民間事業者への委託を活用しつつ、食料品等の生活必需品等を支給する
などの支援を行うとともに、自宅療養時においても、薬物療法を適切に受けられ
るように必要な医薬品を支給できる体制を確保する。
(4)市は、健康観察や生活支援等を効率的に行うため、新潟県と連携してICTを
積極的に活用する。

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ③ 取組事例
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政令指定都市：１か所

京都府／京都市

京都府の

基本情報
（人口）

249万人

 県型保健所：7か所

市型保健所：１か所（京都市）
 衛生研究所：2か所（京都府保健環境研究所、京都市衛生環境研究所）

京都市 138万人  保健所：京都市保健所（本所１か所、支所14か所）  衛生研究所：京都市衛生環境研究所

特記事項  京都府と京都市は府市一体で「京都府感染症予防計画を策定している。

参考になる取組事例

府と市が一体的に策定し、役割分担を明確化（京都府／京都市）

 府と市が一体的に計画を策定することで、役割分担を明確化。

高齢者施設等への派遣等の協力（京都府／京都市）

 保健所体制については電子化を進めるとともに、高齢者施設との

協定や連携について、県と市が協力体制を構築し、京都府内での

一元的な実施が想定されている。

【京都府感染症予防計画 令和６年4月改訂 京都府・京都市 P29】

 京都府等は、外出自粛対象者が外出しなくとも生活できるようにするた

め、市町村の協力や民間事業者への委託を活用しつつ、食料品等の生活

必需品等を支給するなどの支援を行うとともに、自宅療養時においても、

薬物療法を適切に受けられるように必要な医薬品を支給できる体制を

確保する。また、介護保険の居宅サービスや障害福祉サービス等を受け

ている場合には、介護サービス事業者や障害福祉サービス事業者等との

連携にも努める。
 具体的には、食料品等の生活必需品やパルスオキシメーターなどの支給

は京都府が行い、その他の支援物資の支給は市町村が行うといった役

割分担が考えられる。

【京都府感染症予防計画 令和６年4月改訂 京都府 P1-2】

 京都府等は、高齢者施設等や障害者施設等において、医療措置協定を締結

した医療機関と連携するなど、必要に応じてゾーニング等の感染対策の助

言を行うことができる体制を平時から確保しておき、新興感染症の発生及

びまん延時において施設内における感染のまん延を防止するよう努める。

（新型コロナ時：施設内感染専門サポートチーム）

京都市Webサイト（京都府感染症予防計画及び健康危機対処計画(感染症編)の

策定）

 今般の新型コロナ対応や感染症法の一部改正を踏まえ、感染症の予防

の総合的な推進を図り、感染症対策の方向性を示すために、京都府・京

都市の府市一体で「京都府感染症予防計画」を策定しました。

【京都府感染症予防計画 令和６年4月改訂 京都府・京都市 P3３】

２ 京都府等における保健所の体制の確保

 体制の整備に当たっては、必要な機器及び機材の整備、物品の備蓄を始め、

業務の外部委託や京都府における一元的な実施、医療機関・保健所の負担

軽減のための、積極的疫学調査の電子フォーム化や健康観察の確認や感染

者の追跡のためのシステムなど、ICTの活用などを通じた業務の効率化を

積極的に進めるとともに、本庁各部局からの応援職員をはじめ、IHEAT要

員や市町村、京都府看護協会、民間派遣等からの応援体制を含めた人員体

制、受入体制の構築や、住民及び職員等の精神保健福祉対策等にも努める。

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ③ 取組事例
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政令指定都市：なし

中核市：１か所
茨城県／水戸市

茨城県の

基本情報
（人口）

287万人

 県型保健所：９か所

市型保健所：1か所（水戸市）
 衛生研究所：1か所（茨城県衛生研究所）

水戸市 27万人  保健所：水戸市保健所  衛生研究所：無し

特記事項  茨城県と水戸市は県市一体で「茨城県感染症予防計画を策定している。

参考になる取組事例

茨城県の計画とともに水戸市の計画を並列（茨城県／水戸市）

 茨城県と水戸市は県域全体での広域的な対応が重要との方針で、

県と市が一体的に予防計画を策定。県と市の役割が異なる部分に

ついては水戸市の施策として特出して記載。

宿泊療養施設への医療提供体制について検討（茨城県／水戸

市）

 茨城県では、宿泊療養施設において症状に応じた柔軟な療養環境

を整備するため、近隣の医療機関と連携した診療体制を構築して

いる。

【茨城県感染症予防計画 令和６年3月 P2５-２６】

２ 宿泊療養施設の確保
 民間宿泊業者等と新興感染症の発生及びまん延時の宿泊療養の実施に

関する宿泊施設確保措置協定を締結すること等により、平時から宿泊療

養施設の確保を行うとともに、入所者の症状等に応じた柔軟な療養環境

を整備するため、公的施設の活用も併せて検討する。
 その際、入所者の自宅から宿泊療養施設への移動等に配慮し、立地条件

を加味した上で、入所者の移動手段等についても検討する。
 また、近隣の医療機関と連携し、オンコールやカルテ回診等の診療体制

を構築するとともに、平時から計画的な訓練を実施する。

水戸市Webサイト（感染症・予防接種情報ナビ）

茨城県と一体的に「茨城県感染症予防計画」を策定しました

 感染症対策は、県域全体での広域的な対応が重要であることから、茨城

県が改定する茨城県感染症予防計画と本市の予防計画を一体的に策定。

【茨城県感染症予防計画 令和６年3月 P26-２７】

外出自粛対象者等の療養生活の環境整備

 外出自粛対象者の健康観察や生活支援等に当たっては、積極的に市町

村と連携し、必要な範囲で患者情報の提供を行うとともに、連携協議会

等において、あらかじめ情報提供の内容や役割分担、費用負担のあり方

について、協議する。（略）

水戸市の施策（抄）
 水戸市においては、県との緊密な連携・協力の下、保健所設置市の立場

から、県が実施する外出自粛対象者等の療養生活の環境整備に関する

施策を一体的に推進していく。

2. 保健所設置市感染症予防計画の分析 ③ 取組事例
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政令指定都市：なし

中核市：１か所
和歌山県／和歌山市

和歌山県の

基本情報
（人口）

91万人

 県型保健所：８か所（本所7か所、支所１か所）

市型保健所：1か所（和歌山市）
 衛生研究所：2か所（和歌山県環境衛生研究センター、和歌山市衛生研究所）

和歌山市 36万人  保健所：和歌山市保健所  衛生研究所：和歌山市衛生研究所

特記事項  和歌山県と和歌山市では、民間検査会社の精度管理体制を構築することとしている。

参考になる取組事例

民間検査会社の精度管理（和歌山県、和歌山市）

 県内や市内の検査機関において、正確な検査が行われるよう、県

や市が技術支援に努めるとともに、医療機関及び民間の検査機関

においては、外部機関によって行われる系統的な検査の精度管理

体制を構築すること等により、診断のための検査の精度を適正に

保つ。

「和歌山方式」（和歌山県、和歌山市）

 新型コロナの初期対応において、和歌山市保健所を含めた県内計

９か所の保健所が国の基準にとらわれず、接触者の迅速な検査、感

染者全員の入院調整等を連携して行った。

【和歌山県感染症予防計画 令和６年３月和歌山県 P20】

② 検査精度の確保

県内の検査機関において、正確な検査が行われるよう、技術支援に努める。医療

機関及び民間の検査機関においては、外部機関によって行われる系統的な検査の

精度管理体制を構築すること等により、診断のための検査の精度を適正に保つ。

【和歌山市感染症予防計画 令和６年３月和歌山市 P18】

② 検査精度の確保

市内の検査機関において、正確な検査が行われるよう、技術支援に努める。医療

機関及び民間の検査機関においては、外部機関によって行われる系統的な検査の

精度管理体制を構築すること等により、診断のための検査の精度を適正に保つ。

【和歌山県感染症予防計画 令和６年３月和歌山県 P3-4】

本県では、少なくとも第５波までは、国の基準にとらわれず、「和歌山方式」と呼ば

れる独自の対応をとった。県内に支所を含めて９か所設置されている保健所は、

感染者への積極的疫学調査の中で行動履歴を徹底的に調査し、感染の可能性の

ある接触者を洗い出して迅速に検査を行った。保健所設置市分を含めて県が情報

を一元的に集約、分析し、得られた知見に基づいた対策を迅速に行うとともに、県

内全域において感染者全員に対して入院調整を迅速に行うことで、早期隔離、早

期治療を通じてまん延を防ぎ、感染者に適切な医療を提供するよう努めた。また、

入院中に感染者の症状や治療等の経過を丁寧に把握することにより、新たな対策

の立案に資するデータを蓄積することができた。第６波以降は、重症化率や致死

率が低下する一方で、感染力が非常に強くなったことから、感染者が急増し、全国

で唯一堅持してきた全員入院体制をはじめとする、それまでの対策を見直さざる

を得なくなったものの、宿泊療養や自宅療養等の新たな体制を迅速に構築した。

「和歌山方式」が十全に機能していた第５波までは、感染者数、死者数ともに全

国に比べて相当低い水準に抑えられたことからも、本県独自の取組は一定程度奏

功したものと評価できる。
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政令指定都市：なし

中核市：１か所
滋賀県／大津市

滋賀県の

基本情報
（人口）

141万人

 県型保健所：6か所

市型保健所：１か所（大津市）
 衛生研究所：1か所（滋賀県衛生科学センター）

大津市 ８２万人  保健所：大津市保健所  衛生研究所：無し

特記事項  移送業務委託協定、検査等措置協定、宿泊療養施設の協定について県と市が連携して実施している。

参考になる取組事例

県と市の移送業務委託契約締結（滋賀県、大津市）

 県および大津市は、新興感染症の発生およびまん延時に備え、要

請時には速やかに移送業務委託契約締結の協議に応じること等を

定める協定を民間事業者等と締結する。

検査の実施体制（滋賀県、大津市）

 検査等措置協定を滋賀県、大津市、民間検査機関と三者締結する。

宿泊施設の確保等に係る県と市の役割分担（滋賀県、大津市）

 大津市内の宿泊施設確保等については、市が事業者に意向確認を

行い、県に情報提供するなど、県と市が連携し協定締結療養施設

等の確保を進める。

【滋賀県感染症予防計画（感染症の予防のための施策の実施に関する計画）

滋賀県 平成12年３月策定令和６年３月最終改定 P41】

県および大津市は、新興感染症の発生およびまん延時に備え、要請時には速やか

に移送業務委託契約締結の協議に応じること等を定める協定を民間事業者等と

締結する。

【大津市感染症予防計画（感染症の予防のための施策の実施に関する計画）令和６

年3月大津市 P16】

本市は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、法

第36条の6第1項に基づく検査等措置協定を滋賀県及び民間検査機関との三者

により締結する。

【大津市感染症予防計画（感染症の予防のための施策の実施に関する計画）令和６

年3月大津市 P23】

（1) 滋賀県が民間宿泊事業者及び公的施設等と感染症の発生及びまん延時の宿

泊療養の実施に関する宿泊施設確保措置協定を締結するにあたり、保健予防課は、

滋賀県と協議の上、宿泊療養を必要とする市民の移動負担の軽減及び迅速な宿

泊療養施設への入所の体制確保のために、市内の該当する民間宿泊業者につい

ては協定締結に係る意向確認を行い、公的施設については管理者と協議する。

（2) 滋賀県が民間宿泊業者及び公的施設等と感染症の発生及びまん延時の通所

型療養の実施に関する協定を締結するにあたり、保健予防課は、滋賀県と協議の

上、通所を必要とする外出自粛対象者がサービスの利用を可能とするために、市

内の該当する民間事業者については調査及び協定締結に係る意向確認を行い、

公的施設については管理者と協議する。

（3) 保健予防課は、市内の療養体制を充実させるために1と2において実施した

調査及び協議の結果等を滋賀県に提供する。
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